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Ⅰ.事業実施目的 

・認知症の人とその家族を理解する「認知症サポーター」の養成は全国民を対象とする啓発

事業として平成 17年度に開始し、1733市町村（全市町村 1741中）が実施しており、現在ま

での累計で全国で約 1,700万人の認知症サポーターが養成されている。 

・市町村における取り組みで特に人口比・高齢者人口比で認知症サポーター養成率の高い市

町村において住民が認知症の人等を見守るしくみを構築し行方不明者が発生していない事例、

または認知症の早期受診が他自治体よりも進んでいる事例等、好事例が見られることがすで

に確認されている。 

・本調査研究事業では「認知症サポーターキャラバン」事業を実施中の全市町村を対象とし

て認知症サポーターの養成状況と①住民の認知症に対する意識・行動、②住民（認知症サポ

ーター）による主体的な活動の有無や実施状況、③共生社会に向けた地域づくりの進捗状況

の関係を総合的に分析し、自治体等におけるより効果的な認知症サポーター養成とその効果

検証に役立てることを目指す。 

 

Ⅱ.事業概要 

1.検討委委員会の設置・運営 

○有識者、自治体事務局担当者等からなる検討委員会を設置・開催する。 

〇検討委員会では、調査内容・項目の検討からデータの分析・評価、導き出された結果を元

に、市町村における効果的な認知症サポーター養成の手法及び認知症サポーターを活用した

共生社会構築のあり方の提案をまとめる。 

 

1.調査事業 

（1）認知症サポーターの活動実態調査 

・現在の認知症サポーターが地域においてどのような実践的活動を実施しているかを調

査・把握する。 

【回答期間】令和 8年 1月 16日～2月 20日 

【調査対象】 

「認知症サポーターキャラバン」を実施している全国の市町村・都道府県事務局（1740

市町村及び 47都道府県） 

【調査内容】別紙 5 アンケート調査「認知症サポーターが実践している活動」 

【回答期間】令和 8年 1月 16日～2月 20日 

【回答方法】Googleフォーム及びメール、郵送 

【有効回答数】約 907 

 

(２) 共生社会に向けた地域づくりの進捗状況の分析 

Ⅰ. 認知症にやさしいまちと認知症サポーター養成の関連の分析 

① JAGES プロジェクト（日本老年学的評価研究）参加自治体のデータを用いて、認知

症サポーター養成との関連を含め、まちづくりの指標による地域分析を行う。 
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② サポーター講座受講者の認知症に対する意識変化をデータにより分析する。 

 

Ⅱ. 認知症サポーター養成の進捗状況データを活用した分析 

市町村ごとの認知症サポーターの養成状況との関連性を分析し、地域づくりへの効果が

高いと考えられる指標案作成に向けて養成された認知症サポーターの属性、年代の多様性、

傾向等を自治体別に整理する。 

※市町村ごとの認知症サポーター養成状況（2005年からの集積データを使用）： 

養成数、性別、年代別、属性別等の受講状況、キャラバン・メイトの状況（稼働率、職

種が多様であるか等）の集計データ 

 

 

Ⅲ. 今後の展開・課題 

・今回の調査から得られた結果をもとに、認知症サポーター養成と「認知症に関する相談件

数」「行方不明者数」「ボランティアへの参加数」「住民主体の活動の状況」「認知症の人の社

会参加・役割の保持」等の地域影響との相関関係の可能性を継続して検証する必要性がある。 

・認知症サポーター養成状況の詳細と手法が認知症の人に理解のあるまちづくりに与える

影響については、認知症サポーター養成以外の認知症事業の進捗も考慮し、個別事例の収集・

分析を深め、まちづくり指標の一つとする方策を検討していくことが望まれる。 
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１．検討委員会 
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1.検討委員会の設置・運営 

○有識者、自治体事務局担当者等からなる検討委員会を設置・開催する。委員は、

認知症サポーター養成の効果に関する先行研究に携わる研究者、サポーター養成

の実績が豊富なキャラバン・メイト、先進的な事例を有する市町村担当者等を予

定している。 

〇検討委員会では、調査内容・項目の検討からデータの分析・評価、導き出され

た結果を元に、市町村における効果的な認知症サポーター養成の手法及び認知症

サポーターを活用した共生社会構築のあり方の提案をまとめる。 

 

認知症サポーター養成の効果検証等に関する検討委員会 

●委員 

斉藤 雅茂（日本福祉大学、教授） 

尾島 俊之（浜松医科大学、教授） 

川込 あゆみ（東京純心大学、准教授） 

玉井 顯（福井県 敦賀温泉病院理事長・院長） 

亀井 利克（前三重県名張市長／地域共生政策自治体連携機構理事） 

●ワーキング班 

川込 あゆみ（東京純心大学、准教授） 

藤原 聡子（医療経済研究機構、研究員） 

野口 泰司（浜松医科大学、助教） 

井手 一茂先生（千葉大学、特任助教） 

※オブザーバー：厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

※事務局：地域共生政策自治体連携機構 

（全国キャラバン・メイト連絡協議会） 

  大島 一博（事務局長）、土屋 純子 

 

 

第１回（ハイブリッド開催） 

日 時 2025 年 11 月 4 日 11：00～12：00 

内 容 ➢概要説明 

➢委員紹介 

➢調査内容の検討 

（1.AFC/DFC 指標について、2.サポーター養成実施状況（データ）と JAGES データ

を用いた分析について、3.認知症サポーターの活動実態調査（認知症サポーターが

参加している実践的活動の内容）について、4.福井県嶺南地域の事例紹介（大規模

実施地域における社会影響の可能性）） 

➢調査内容についての意見交換 
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第２回（ハイブリッド開催） 

 日 時 2026 年 3 月 16 日 12：00～13：30 

内 容 ➢調査研究報告 

（認知症のある人にやさしいまちづくりの指標について 

（1）DFC 指標からの評価 

① WHO が提唱する AFC/DFC の枠組みと国際動向〈井手委員〉 

②日本における指標開発の到達点と課題〈野口委員、藤原委員〉 

③認知症サポーター養成と AFC/DFC 指標の関連 

（ア）JAGES データによる野口・藤原指標の地域間格差と関連要因 

（認知症サポーター関連）〈野口委員、藤原委員〉 

（イ） JAGES データによる認知症サポーター養成講座受講者の意識変化に関する

縦断分析 〈担当：川込委員〉 

（2）共生社会に向けた地域づくりの進捗状況の分析に向けて 

 自治体ごとの認知症サポーター養成状況のデータ分析結果〈事務局〉 

●認知症サポーターの活動実態調査報告 

（1）認知症サポーターが参加している実践的活動（令和 7 年度調査）結果報告

〈事務局〉 

➢調査報告についての意見交換 

 

第３回（ハイブリッド開催） 

 日 時 2026 年 3 月 16 日 12：00～13：30 

内 容 ➢調査研究報告 

➢事業のまとめ 

➢オブザーバー（厚生労働省）よりコメント 

➢調査報告についての意見交換 

 

第１回ワーキング（オンライン開催） 

日 時 2025 年 11 月 4 日 11：00～12：00 

内 容 ➢事業内容、進め方の確認等 
 

 

 

検討委員会、ワーキングでの検討を踏まえ調査事業内容について、下記の通り

まとめ報告することとした。 

 

［報告書内容］ 

●認知症のある人にやさしいまちづくりの指標について 

（1）DFC（認知症の人にやさしいまちづくり）指標からの評価 

① WHOが提唱する AFC（高齢者にやさしいまちづくり指標）/DFCの枠組みと国

際動向 

～AFC（認知症関連を中心に）、DFCまとめ 

日本における指標開発の到達点と課題 
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② 認知症サポーター養成と AFC/DFC指標の関連 

（ア）JAGES データによる野口・藤原指標の地域間格差と関連要因 

（イ）JAGESデータによる認知症サポーター養成講座受講者の意識変化

に関する縦断分析 

（2）共生社会に向けた地域づくりの進捗状況の分析に向けて 

 自治体ごとの認知症サポーター養成状況のデータ分析 

●認知症サポーターの活動実態調査報告 

（1）認知症サポーターが参加している実践的活動（令和 7年度調査）結果報告 

（2）大規模実施地域における社会影響の可能性 
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２．認知症のある人にやさしい 

まちづくりの指標について 
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(1)Dementia-Friendly City からの評価 

① 世界保健機関が提唱する Age-Friendly City および Dementia-

Friendly City の枠組みと国際動向 
 

千葉大学予防医学センター   井手一茂 

 

1．はじめに 

世界的に急速に進む高齢化は、世界各国の社会構造や政策課題に大きな影響を与えている。

世界の 65 歳以上人口は今後数十年にわたり増加を続けると予測されており、特に都市部で、

人口の集中と高齢化が同時に進むことから、高齢者が安心して生活できる都市環境の整備が

重要な政策課題となっている。このような背景のもと、世界保健機関（World Health 

Organization: WHO）は 2007 年に Age-Friendly Cities （AFC ：高齢者にやさしいまち）とい

う概念を提唱した 1。この概念は、高齢者が地域社会の中で健康で活動的な生活を送ることを

可能にする都市環境を整備することを目的としている。WHO はこの概念を都市政策の枠組

みとして提示し、都市の物理環境、社会環境、サービス環境を包括的に改善することを提案し

た。 

Age-Friendly City の取り組みはその後、世界各国に広がり、2010 年には Global Network 

for Age-Friendly Cities and Communities （GNAFCC）が設立された 2。現在では世界 60か国

以上、1,000 を超える都市や地域がこのネットワークに参加しており、AFC の構築は国際的

な政策課題に位置づけられている。さらに近年では、認知症の増加を背景として、Dementia-

Friendly City （DFC  認知症にやさしいまち）の概念も広がっている。認知症の人が地域社会

で尊厳を保ちながら生活できる環境を整備することは、高齢化社会における重要な課題とな

っている。 

本章では、WHO が提唱する AFC の概念と枠組みを整理するとともに、DFC の概念とそ

の国際的な展開について概観する。また、関連する研究動向や政策の発展を踏まえながら、

今後の課題と展望について考察する。 

 

2．Age-Friendly City の理論的背景 

 AFC に関わる近年の動向を図 1 にまとめた。1982 年に第 1 回の世界総会で高齢化につい

ての議論がなされ、1986 年のオタワ憲章で、健康の社会的決定要因を意識したアプローチを

とることのコンセンサスがえられた。2022 年の第 2回世界総会では、高齢化に関するマドリ

ッド行動計画が発表された。AFCの概念は、WHOが提唱するアクティブ・エイジング（Active 

Ageing）の理念に基づいている。アクティブ・エイジングとは、健康、社会参加、安全の機会

を最適化することで高齢期の生活の質 （Quolity of Life ：QOL）を高めることを目的とする概

念であり、WHOは 2002 年の政策文書「Active Ageing: A Policy Framework」においてその

基本的な考え方を提示した 3。この理念では、高齢者を社会的支援の対象としてのみ捉えるの

ではなく、社会の一員として積極的に参加する主体として位置づけることが重視されている。

高齢者が社会参加を継続し、地域社会において役割を持つことは、健康やWell-being の維持

に重要な要素であると考えられている。そのうえで、WHOは AFCを 「政策・サービス・環
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境・構造が、高齢者を支えることを可能にする都市」として構想し、都市政策（交通、住宅、

公共空間等）を“健康の社会的決定要因”として再設計するとした 1。 

 

 
図 1：AFCに関わる近年の動向 

 

 

WHOは 2005 年から 2007 年にかけて、世界 33 都市・22 か国の高齢者を対象としたフォ

ーカスグループインタビューを中心とした調査を実施し、高齢者が生活しやすい都市環境の

特徴を明らかにした。その成果として2007年に発表され「Global Age-Friendly Cities: A Guide」

1では、AFCのコアの枠組みとして、8つの領域が提示された。 

 

3．Age-Friendly City の枠組み 

WHOが提示したAFCの枠組みは、3領域 8つの分野から成り立っている（図 2）。 

物理的環境：屋外スペースと建物、住居、交通（図 3） 

社会的環境：社会参加、市民参加と雇用、尊厳と社会的包摂（図 4） 

行政サービス：コミュニケーションと情報、地域支援と保健サービス（図 5） 
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図 2：高齢者にやさしいまち、コア指標 

 
図 3：物理的環境 
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図 4 社会的環境 

 

 
図 5 行政サービス 
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図 6：相互的な持続可能性と気候変動に対する回復力 

 

 
図 7：AFCのフレームワーク 
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さらに、近年、AFCの新たな分野として、相互的な持続可能性と気候変動に対する回復力

という側面を提案する動きも出つつある（図 6）4。 

AFCでは、健康とWell-being というインパクト（最終目標）とし、インプット（実現の

ための資源）、アプトプット（介入）、アウトカム（初期・中間目標）とするロジックモデル

が示されており、衡平（equity）を横串に、比較可能性と地域適合を両立させる設計が求め

られている（図 7）。 

 

4．WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities 

WHO は 2010 年 GNAFCC を設立した。GNAFCC は、都市・コミュニティ間の学習と知

識交換を促し、革新的で根拠に基づく解決策を支えることを使命とし、の取り組みを国際的

に推進している。多くの国と地域が加盟しており（図 8）、日本からは秋田市、宝塚市、神奈

川県（22 市町）が加盟している。 

 

 
図 8：WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities 

 

GNAFCCのサイクルとして、まずは計画段階として、高齢者が参加する仕組みづくり、行

動計画の策定、評価指標の設定と評価を実施する。次に実行段階では、進捗状況をモニタリ

ングしながら、行動計画を実施する。実施後の評価段階では、成功事例や今後の課題を確認

した上で、進捗状況の評価を行い、WHO へ報告する。このようなサイクルを 5 年周期で実

施する。 

 Age-Friendliness は、複雑、ダイナミック、多次元で、各国、各地域の文脈に依存すること
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から、WHOから測定・評価に関するガイドが出版されているものの、標準化が難しいという

課題がある 5。一方で、この課題をAge-Friendliness のもつ柔軟性と前向きに捉え、各国、各

地域で 3領域 8つの分野を解釈し、独自の評価指標を設定している。 

 

5．WHOにおけるDementia-Friendly City の概念 

高齢化の進展に伴い、忘れてはならない課題として、「認知症」が挙げられる。これから世界

の認知症患者数は今後大幅に増加すると予測されている。WHOのGlobal action plan on the 

public health response to dementia 2017–2025 では、認知症を公衆衛生上の優先課題として扱

い、当事者・家族の生活の質を改善しつつ社会的影響を減らすことを目的に、複数の行動領

域とグローバルターゲットが提示され 6、更新版の作成を含め、2031 年まで延長することが

決定している。中でも「行動領域 2：認知症の理解促進とフレンドリー化（awareness and 

friendliness）」では、認知症のスティグマ低減、権利理解、社会・建造環境の改善、社会参加

の促進が中核に据えられている。こうした状況を背景として、Dementia-Friendly City （DFC ：

認知症にやさしいまち）は、「包摂的でアクセス可能な環境が、健康・参加・安全の機会を最

適化し、当事者と家族・介護者の尊厳とQOLを確保する状態」と定義されている。この概念

は、認知症の当事者とその家族・介護者が地域社会の中で尊厳を保ちながら生活できる環境

を整備することを目的としている。Age-Friendliness と Dementia-friendliness は密接に関連

するとされており、DFCの形成には、認知症への社会理解、地域住民の支援、公共空間のア

クセシビリティ、社会参加の機会といった要素が重要とされている。 

 

6．課題と今後の展望 

AFC ・DFCの取り組みは世界的に広がっているが、いくつかの課題も指摘されている。第

一に、政策効果の評価方法の確立である。多くの都市でAFC ・DFCの取り組みが実施されて

いるものの、その成果を定量的に評価する研究はまだ十分とは言えない。これからはAFC・

DFC に関する実証的なエビデンスが求められている。第二に、社会的不平等の問題である。

都市内部には所得格差や健康格差が存在しており、AFC ・DFCの取り組みがすべての高齢者

に公平な利益をもたらしているかといった観点でのモニタリング・評価が重要となる。第三

に、デジタル化やスマートシティとの連携である。COVID-19 の流行により、高齢者、特に

認知症高齢者は大きな負の影響を受けたものの、“デジタル化”に関しては、急速に進行する要

因ともなった。デジタル化は、アクセス格差（デジタル・ディバイド）を拡大させ得る。今後

は高齢者、認知症当事者、家族・介護者に配慮したデジタル技術を活用した新たな都市環境

の整備が重要になると考えられる。 

 

7．まとめ 

WHO が提唱する AFＣは、高齢化社会に対応する国際的枠組みとして広く普及している。

AFCの 3領域 8分野に基づく都市環境の整備は、高齢者の社会参加や健康の維持に重要な役

割を果たすと考えられている。また、認知症フレンドリー社会の形成を目指すDFCの取り組

みも広がっており、今後は両者を統合した都市政策が求められる。今後は、都市計画、社会政

策、地域コミュニティを統合した包括的なアプローチを通じて、高齢者が安心して生活でき
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る環境整備を進めることが重要である。 
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6. Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017–2025. (World Health 

Organization, Geneva, 2017). 
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② 日本における「高齢者にやさしいまち」の地域指標開発の 

到達点と課題 

 

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 

 藤原 聡子 

 

１．はじめに 

本報告書の目的は、日本における「高齢者にやさしいまち」を測定する指標開発の到

達点と課題を、国際的背景を踏まえつつ総合的に整理することである。超高齢社会を迎

えた日本において、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続ける環境を整えることは、地域

包括ケアシステムにおいて重要である。 

世界保健機関（World Health Organization: WHO）は 2007 年に Age-Friendly Cities

（AFC：高齢者にやさしいまち）のガイドラインを策定(1)し、国際的に広く参照される

政策枠組みを提示した。AFC は地域社会の環境や仕組みに関わる概念であり、そのモニ

タリングと評価には、AFC の地域環境を把握するための地域レベルの指標が重要であ

る。また、近年では、AFC において Dementia-Friendly City（DFC：認知症にやさしいま

ち）を考慮することが推奨されている。 

こうした背景の下、日本においても高齢者の地域環境を客観的に測定・評価し、地域

における AFC の状況を把握する指標の開発の必要性が高まっている。本報告書では日

本の「高齢者にやさしいまち」の地域指標の開発における到達点と課題を整理する。 

 

２．国際的な背景 

1） 世界的な高齢化と都市化の進行 

世界規模での人口高齢化と都市化が急速に進行している。世界の 65 歳以上人口

は 2021 年時点で約 7 億 6,100 万人に達し、2050 年には 16 億人超に倍増する見込み

である(2)。また、都市居住人口の割合は 2018 年時点で 55%であり、2050 年には

68%に達すると見込まれている(3)。 

こうした高齢化と都市化の進行といった人口構造の変化により、高齢者の住環

境、移動、社会参加、情報アクセス、地域支援のあり方が大きく変化している。年

齢を重ねても健康で、人とのつながりを持ちながら「自分らしく安心して暮らせる

まち」である AFC は、健康長寿と地域持続性を支える政策枠組みとして重要であ

る。 

2） WHO による AFC/AFCC フレームワークの提唱 

「健康な老化（Healthy Aging）」、すなわち健康で幸福に長生きできる社会を実

現するために世界中で AFC が推進されている(3-5)。AFC は、加齢に伴う生活の質と

尊厳を確保するために、すべての人々の健康、参加、安全の機会を最適化する、包

摂的でアクセシブルな地域環境へのコミットメントを反映している。以下の 8 領域

から構成される。 

表 1. AFC の 8 領域(4) 

8 領域 

①屋外空間と建物 

②交通 

③住居（住まい） 

④社会参加 

⑤尊重と社会的包摂 

⑥市民参加と就労 

⑦コミュニケーションと情報 

⑧地域支援と保健医療サービス 
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3） 国外における AFC 指標開発の動向と課題 

AFC を評価する指標の開発の多くは、国外では WHO の AFC のガイドラインに

基づいて行われている(6-9)。先行研究では、英国(6)、オランダ(7)、米国(8)、トルコ(9) 

などの国々で個人レベルの AFC 指標が開発され、その妥当性と信頼性がテストさ

れてきた。たとえば、多くの国で妥当性が確認されている指標に Age-Friendly Cities 

and Communities Questionnaire（AFCCQ）(7)がある。この指標は、オランダのハーグ

を含む 4 つの都市の調査データを用いて開発された(7)。AFCCQ は、WHO の 8 領域

に対応した設問から構成され、高齢者自身が地域環境をどのように認識しているか

を多面的に捉える設計となっている。 

しかし、こうした指標は、個人レベルの認識や態度を測定するものに限定されて

おり、地域レベルの指標はほとんどない。AFC は地域社会の環境や仕組みに関わる

概念であるため、そのモニタリングと評価には、地域における AFC の状況を把握

する地域レベルの指標が重要である。 

高齢化に伴い認知症の人が増加する中、認知症の人とその介護者を支援するため

の DFC の概念が登場した。DFC とは、認知症の人とその家族が、スティグマや孤

立なく地域社会の一員として参加し、支援を受けながら暮らし続けられるコミュニ

ティを指す(10)。AFC と DFC は、高齢者の自立支援やステークホルダーの関与を通

じた支援的な環境の育成という共通の目標を持ち、類似点もあるが、AFC が必ずし

も DFC であるとは限らないという指摘がある(11)。AFC は主に高齢者に焦点を当

て、「年齢を重ねるにつれて生活の質を高めるために、健康、参加、安全の機会を

最適化することで、活動的な老化を促進する都市」と定義されている。一方で、

DFC は認知症特有の課題に対処し、人、場所、資源、ネットワーク、そして認知症

の人を強調する枠組みがある。認知症の人とその家族の社会的包摂に関する住民の

態度などは DFC の重要な要素であり、認知症フレンドリーな側面を考慮した指標

を組み込みながら AFC を評価することが不可欠である(10)。 

以上より、既存の AFC 指標の多くは個人レベルにとどまり、地域単位の指標が

十分でなく、認知症フレンドリーの視点を考慮した指標がほとんど開発されていな

い。 

 

３．日本における高齢者にやさしいまち指標の先行研究の取組 

1） 国際的尺度の日本への適用 

Dikken ら(7)が開発した妥当性が検証されている国際的な尺度 AFCCQ の日本語版

を用いた研究(12)がある。この研究は、自治体の「高齢者へのやさしさ」を明らかに

することを目的に、建築設計事務所や建設会社に勤務する専門家（建築家、施工

者、都市計画家など）240 人を対象に、全国 35 都道府県の 135 自治体の評価を行っ

た。AFCCQ 日本語版は、WHO の 8 領域に「経済状況」を加えた計 9 ドメイン（23

項目）で構成されている（補足資料 1）。 

この研究では、「屋外空間と建物」の評価が低く、平地の少なさなどの地形的制

約が関係している可能性が示された。また、過去 5 年間で人口が増加した自治体

は、減少した自治体に比べ、「住居」「交通」「コミュニティ支援と保健サービ

ス」および合計スコアにおいて評価が高かった。AFC の点数は過疎化（人口減少）

を判別する際に高い特異度（0.939）を示した。さらに、地価が高い上位 50 自治体

は、下位 50 自治体に比べ、ほぼすべての領域で評価が高く、高齢者へのやさしさ

が地域の資産価値にも反映していた。 

この研究の限界には、調査対象が建築設計事務所や建設会社に勤務する専門家に

限定され、一般の高齢住民や女性（回答者の約 8 割が男性）の視点が十分に反映さ

れていない可能性があった。また、自治体あたりの回答者数が 1〜9 名と少なく特

定の自治体における評価の代表性には慎重な解釈が必要であった。さらに、AFCCQ
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の国際的な妥当性は言及されているが、AFCCQ 日本語訳版の妥当性に関してはこ

の研究では報告されていなかった。 

2） 高齢者大規模データを用いた「地域レベルの AFC 指標」 

JAGES（Japan Gerontological Evaluation Study，日本老年学的評価研究）の要介護

認定を受けていない高齢者を対象とした大規模データを用いた研究がある。JAGES

とは、健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目的とした研究プ

ロジェクトである。2022 年調査では全国の 23 都道府県の 76 市町村と共同し、要介

護認定を受けていない高齢者を対象に調査を行っている。 

Fujihara ら(13)は、JAGES のデータを用いて、WHO のガイドラインに基づき、認

知症フレンドリーの要素を考慮した、AFC の地域指標を把握するための「地域レベ

ルの AFC 指標」を開発した。また、Noguchi らはその指標が幸福感や機能低下の維

持などの健康アウトカムと関連することを検証している(14)。 

 

以上より、国内外において、地域単位で AFC を測定する指標の開発は十分ではな

く、AFC と DFC を包含的に測定する試みは限定的である。本報告書では、これらの課

題を踏まえて開発された、JAGES データを用いた「地域レベルの AFC 指標」(13, 14)の開

発と、本指標を用いた機能低下、抑うつ、well-being との関連検証を中心に、到達点と

課題を整理する。 

 

４．日本における「地域レベルの AFC 指標」開発 

1） 研究デザインと調査対象者 

Fujihara ら(13)は、JAGES の 2016 年と 2019 年の 2 時点の横断調査による反復横断

デザインを用いて、2016 年データを開発サンプル、2019 年データを検証サンプル

とした。調査対象は 16 市町村・61 学区に在住する 65 歳以上の要介護認定を受けて

いない地域在住高齢者であり、有効回答数は 2016 年で 45,162 人、2019 年で 39,313

人であった。 

2） 指標の構成概念と項目選定 

WHO のガイドラインに基づいて(4) AFC の 8 領域と DFC に関する先行研究(15-17) 

を精査し、専門家（高齢者医学・社会疫学・地域福祉）と JAGES 研究会における

協議をもとに、23 の候補項目（補足資料 2）を設定した。この 23 の候補項目を地

域（学区）単位に集計した。学区は、高齢者の徒歩・自転車圏内に相当し、地域包

括ケアシステムにおける「日常生活圏域」と整合する実務的な単位である。なお、

統計的安定性を確保するため回答者数 30 人未満の学区は除外されている。 

3） 統計解析 

開発サンプル（2016 年データ）において、探索的因子分析（EFA：Maximum 

Likelihood 法・Promax 回転）により因子構造を抽出した後、確認的因子分析

（CFA）によって構造の検証を行った。因子負荷量の絶対値が 0.40 未満の項目を除

外し、最終的に 17 項目を抽出した。検証サンプル（2019 年データ）においても同

様の因子構造を確認した。信頼性の評価では Cronbach's α 係数（内的一貫性）と級

内相関係数 ICC（再検査信頼性・経時的安定性）を用いた。 

 

５．「地域レベルの AFC 指標」の到達点 

1） 3 因子構造の特定と構成概念妥当性 

探索的因子分析の結果、23 の候補項目から 17 項目（表 2）が抽出され、「高齢

者にやさしい物理的環境」、「社会参加とコミュニケーション」、「社会的包摂と

認知症フレンドリー」の 3 因子構造が抽出された。この構造は 2016 年と 2019 年の

両時点でも同様であることが確認された（表 3）。 
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表 2. 高齢者にやさしいまち指標 

要素 項目 

高齢

者に

やさ

しい 

物理

的環

境 

バリアフリーな歩道・道路 車いす・杖・歩行器などを利用される方で

も、歩行に支障のない通り（道路）（あ

る%） 

バリアフリーな公共施設 歩行が困難な方や目・耳の不自由な方でも、

利用に支障がない公共施設（ある%） 

バリアフリーな移動資源 歩行が困難な方や目・耳の不自由な方でも、

利用に支障がない電車やバスの車両（あ

る%） 

運動や散歩に適した公園・歩

道 

徒歩圏内（おおむね１キロ以内）運動や散歩

に適した公園や歩道（ある%） 

移動資源へのアクセス性 徒歩圏内（10〜15 分以内で歩ける範囲）電

車・地下鉄などの駅やバス停（ある%） 

社会

参加

とコ

ミュ

ニ ケ

ーシ

ョン 

趣味関係のグループへの参加 趣味関係のグループ（月数回以上%） 

スポーツグループへの参加 スポーツ関係のグループやクラブ（月数回以

上%） 

学習・教養サークルへの参加 学習・教養サークル（月数回以上%） 

ボランティアのグループへの

参加 

ボランティアのグループ（月数回以上%） 

インターネット利用 インターネットやメールの使用（週 2〜3 回

以上%） 

社会

的包

摂と

認知

症フ

レン

ドリ

ー 

地域への帰属意識 地域の人から大切にされ、地域の一員となっ

ていると感じる（はい%） 

地域への決定参加 自治会・町内会やその他の場で、地域のもの

ごとの決定に参加（はい%） 

地域の互酬性 地域の人々は、多くの場合、他の人の役に立

とうとすると思う（はい%） 

保健福祉サービスの提供 日常生活や健康に必要なことは、行政や民間

のサービスによって提供されている（は

い%） 

友人・知人と会う頻度 友人・知人と会う頻度（月数回以上%） 

認知症の人との共生意識 認知症の人も地域活動に役割をもって参加し

た方が良い（はい%） 

認知症家族への支援 家族が認知症になったら、協力を得るために

近所の人や知人などに知ってほしいと思う

（はい%） 

Fujihara S, Noguchi T, Ide K, Jeong S, Kondo K, Ojima T. Developing an indicator for 

community-level age-friendly communities: the Japan gerontological evaluation study. BMC 

Geriatr. 2025 Apr 26;25(1):285. doi: 10.1186/s12877-025-05919-4.  
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表 3. 2016 年と 2019 年における探索的因子分析の結果 

項目 

2016年 2019年 

高齢者にやさしい

物理的環境 

社会参加とコミュ

ニケーション 

社会的包摂と 

認知症フレンドリー 

高齢者にやさしい

物理的環境 

社会参加とコミュ

ニケーション 

社会的包摂と 

認知症フレンドリー 

バリアフリーな歩道・道路 0.99 -0.28 -0.14 0.91 -0.06 0.31 

バリアフリーな公共施設 0.80 -0.01 0.05 0.88 -0.06 0.09 

運動や散歩に適した公園・歩道 0.72 0.08 -0.08 0.69 0.22 0.01 

バリアフリーな移動資源 0.59 0.16 -0.02 0.68 0.01 0.01 

移動資源へのアクセス性 0.42 0.20 0.00 0.48 0.17 -0.16 

趣味活動への参加グループ 0.05 0.90 -0.19 0.02 0.93 -0.05 

スポーツグループへの参加 0.08 0.88 -0.13 0.18 0.80 -0.10 

ボランティア活動への参加 -0.04 0.75 0.28 -0.19 0.77 0.14 

学習・教養サークルへの参加 0.09 0.63 0.20 0.00 0.64 0.05 

インターネット利用 -0.17 0.62 -0.34 0.17 0.57 -0.17 

地域への帰属意識 -0.19 0.02 0.86 -0.10 0.00 0.89 

地域の互酬性 0.13 -0.15 0.85 -0.06 0.07 0.74 

保健福祉サービスの提供 0.03 0.11 0.79 0.25 -0.03 0.58 

地域への決定参加 -0.10 -0.07 0.78 0.01 -0.19 0.82 

認知症家族への支援 -0.01 -0.21 0.58 -0.09 -0.12 0.62 

友人・知人と会う頻度 -0.27 0.11 0.56 -0.46 0.33 0.39 

認知症の人との共生意識 0.21 0.26 0.56 0.12 0.10 0.58 

Fujihara S, Noguchi T, Ide K, Jeong S, Kondo K, Ojima T. Developing an indicator for community-level age-friendly communities: the Japan gerontological evaluation 

study. BMC Geriatr. 2025 Apr 26;25(1):285. doi: 10.1186/s12877-025-05919-4.  
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2） 信頼性・再現性の検証 

指標の信頼性は Cronbach's α 係数（内的一貫性）は、0.78～0.86 であり、一貫性

があることが確認された。また、ピアソン相関係数 r = 0.71～0.79（p＜0.001）、

ICC が概ね 0.70 以上であることより、再現性も確認された（表 4）。 

 

表 4. 地域レベルの AFC 指標の 3 因子構造と信頼性 

指標 
高齢者にやさし

い物理的環境 

社会参加と

コミュニケ

ーション 

社会的包摂と認知

症フレンドリー 

Cronbach's α 係数（内的一貫性） 0.86 0.78 0.82 

ピアソン相関係数 r（2016-2019 年） 0.75 0.71 0.79 

ICC（再検査信頼性） 0.78 0.67 0.69 

Fujihara S, Noguchi T, Ide K, Jeong S, Kondo K, Ojima T. Developing an indicator for 

community-level age-friendly communities: the Japan gerontological evaluation study. BMC 

Geriatr. 2025 Apr 26;25(1):285. doi: 10.1186/s12877-025-05919-4.  

 

3） 健康アウトカムとの関連検証（外的妥当性） 

Noguchi ら (14)は、JAGES 2016 年のデータを使用し、145 学区に暮らす要介護認

定を受けてない 65 歳以上の 71,824 人を対象とし、地域レベルの AFC 指標と健康や

ウェルビーイングとの関連を検討した。地域ごとに高齢者にやさしいまち指標を用

いて 3 つの側面（「高齢者にやさしい物理的環境」、「社会参加とコミュニケーシ

ョン」、「社会的包摂と認知症フレンドリー」）得点化した。高齢者にやさしいま

ち指標と住民の主観的健康観、幸福感、抑うつ、生活機能との関連性を、地域相関

分析と、マルチレベル分析（まちの特徴と個人の健康・幸福指標を分析）の 2 つの

方法により分析した。分析にあたり、地域相関分析では可住地人口密度、高齢化

率、低学歴者割合を、マルチレベル分析では、それらに加えて年齢、性別、世帯構

成、婚姻状況、教育歴、所得、疾病を統計的に考慮した。  

分析の結果、地域相関分析とマルチレベル分析で共通して、「高齢者にやさしい

物理的環境」の得点が高い地域では、生活機能の低下者が少なく（最も低い地域と

比較した場合、最も高い地域では 5%ポイント少ない）、「社会参加とコミュニケ

ーション」の得点が高い地域では、抑うつの人が少なく（最も低い地域と比較した

場合、最も高い地域では 11%ポイント少ない）、「社会的包摂と認知症フレンドリ

ー」の得点が高い地域では、幸福感が高い人が多かった。 

この結果は、各因子が高齢者の生活の異なる側面（身体機能、精神的健康、主観

的 well-being）と対応して関連していることを示しており、地域レベルの AFC 指標

の外的妥当性（基準関連妥当性）が検証された。 
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６．「地域レベルの AFC 指標」の課題 

1） 構造的妥当性のさらなる洗練 

確認的因子分析において、適合度指標が必ずしも十分な基準に達していないた

め、構造的妥当性の面では改善の余地が残されている。今後は、より多様な地域特

性を包含した再検証、および異なる時点・地域でのサンプルを用いた測定不変性の

確認が必要である。 

2） 指標の網羅性の課題 

低因子負荷量のため除外された 6 項目（就労、住居（住まい）、老人クラブ等）

には、政策的に重要な内容が含まれる。今後は「統計的に残った項目」のみなら

ず、「政策的に重要だが十分に測れていない領域」を明示しつつ、中核指標と補助

指標の階層化や基本版・拡張版の設計など、指標体系としての精緻化を図ることが

必要である。 

3） 対象集団の偏り 

本指標は要介護認定を受けていない高齢者を対象として開発されており、要介護

高齢者・認知症当事者本人の視点が十分に反映されていない。今後はこれらの対象

にした研究が必要である。 

4） 一般化可能性の限界 

回答者数 30 人未満の学区の除外により、人口減少が深刻な中山間地域・農山村

地域が分析対象から外れやすい。また 16 自治体を対象とした研究であることか

ら、日本全体への一般化可能性の限界がある。今後は、他の自治体や地域特性の異

なる地域において再検証を行い、適用可能性を確認する必要がある。さらに、国際

的適用可能性については、本指標が日本固有の社会構造・制度・データ基盤を前提

としていることから、他国への適用に関しては文化的・制度的な検証が必要であ

る。ただし、本研究で示した指標開発のプロセスは、各国・各地域の文脈に応じた

地域レベルの AFC 指標を検討する際の参考となる可能性がある。 

5） 行政実装のための運用設計 

地域における AFC の状況を把握する「地域レベルの AFC 指標」を自治体で実務

的に使用可能にするためには、既存のニーズ調査等に関連項目を組み込み、継続的

にデータを収集できる仕組みの構築が必要である。加えて、自治体との共同研究を

通じて、指標の算出可能性、解釈のしやすさ、施策評価への活用可能性など、実務

上の運用可能性を検証していくことが求められる。 

6） 外的妥当性の検証 

Noguchi らの研究は 1 時点の横断データによる関連を示したものであり、逆の因

果関係を排除できない。今後は、縦断データを用いた検証が必要である。 
 

７．政策的含意  

1） 重点地域の把握と地域間比較への活用 

「地域レベルの AFC 指標」の政策的意義の一つは、地域における AFC の状況を

客観的指標に基づいて見える化できる点にある。また、AFC は地域社会の環境や仕

組みに関わるため、その推進においては、地域の状態を定期的に把握し、変化を継

続的にモニタリングしながら、施策の効果を評価し改善につなげていくことが重要

である。本指標は、地域における AFC の状況の把握、モニタリング、評価を支え

るツールとして活用できる。また、学区単位での把握により、自治体内における地

域差（地域内比較）と自治体間の差異（地域間比較）の両面を可視化できる。例え

ば、社会的包摂と認知症フレンドリー性が低い学区、社会参加機会が乏しい学区、

物理的環境条件が不十分な学区を特定し、それぞれに応じた施策の重点化が可能に

なる。また、複数自治体間での比較により、各地域の強みと課題を客観的に把握

し、「どの領域を改善することがどの健康課題への対応につながるか」を政策判断

の根拠として示すことができる。 
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2） 認知症施策への活用 

「社会的包摂と認知症への配慮」因子を含む本指標は、認知症施策の地域的基盤

を可視化することにつながる。Noguchi らの研究で「社会的包摂と認知症への配

慮」と幸福感との関連が示されたことより、認知症フレンドリー性が高齢者の幸福

感とも関連する可能性が示唆されている。さらに、認知症基本法および認知症施策

推進基本計画では、認知症の人の社会参加の機会の確保や、地域におけるバリアフ

リー化、共生社会の実現が重視されている。本指標は、こうした理念を地域レベル

で具体化し、自治体における認知症施策推進計画の策定・実施・評価に資する根拠

として活用できる可能性がある。 

 

 

８．まとめ 

本報告書では、日本における「高齢者にやさしいまち」を測定する指標開発の到達点

と課題について整理した。 

WHO の AFC フレームワークは 8 領域から構成され、地域社会の環境や仕組みに関わ

る概念である。AFC のモニタリングと評価には、個人レベルを超えた地域レベルの指標

が重要である。しかし、国内外におけるこれまでの指標は個人レベルが中心で、地域レ

ベルの指標は限定的であった。加えて、WHO が推奨している DFC の視点を考慮した指

標開発は十分でなかった。 

近年、日本では要介護認定を受けていない高齢者を対象に、WHO のガイドラインの

枠組みを基に認知症フレンドリーの要素を考慮した、17 項目 3 因子（「高齢者にやさし

い物理的環境」、「社会参加とコミュニケーション」、「社会的包摂と認知症フレンド

リー」）からなる「地域レベルの AFC 指標」が開発され、妥当性と信頼性が検証され

た。一般化可能性などの課題も残されているが、今後の洗練化と実装研究を通じて、政

策評価基盤へ発展させていくべき指標である。 
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補足資料 2. 表 地域レベルの AFC 指標の候補項目 

項目 質問項目 

屋外スペース

と建物 

運動や散歩に適した公

園・歩道 

あなたの家から徒歩圏内（おおむね１キロ以

内）に、運動や散歩に適した公園や歩道はあり

ますか。（回答：1=たくさんある・ある程度あ

るいくつかある、0=あまりない・まったくな

い・わからない） 

バリアフリーな公共施

設 

あなたのお住まいの地域には、歩行が困難な方

や目・耳の不自由な方でも、利用に支障がない

公共施設はありますか。（回答：1=たくさんあ

る・ある程度あるいくつかある、0=あまりな

い・まったくない・わからない） 

交通 バリアフリーな歩道・

道路 

あなたの家から徒歩圏内（10〜15 分以内で歩け

る範囲）には、車いす・杖・歩行器などを利用

される方でも、歩行に支障のない通りはありま

すか。（回答：1=たくさんある・ある程度ある

いくつかある、0=あまりない・まったくない・

わからない） 

移動資源へのアクセス

性 

自宅から徒歩圏内（10〜15 分程度）に、鉄道・

地下鉄の駅やバス停はありますか？（回答：1=

たくさんある・ある程度あるいくつかある、0=

あまりない・まったくない・わからない） 

バリアフリーな移動資

源 

あなたのお住まいの地域には、歩行が困難な方

や目・耳の不自由な方でも、利用に支障がない

電車やバスの車両はありますか。（回答：1=た

くさんある・ある程度あるいくつかある、0=あ

まりない・まったくない・わからない） 

住居（住ま

い） 

住宅の種類 あなたが住んでいる住宅の種類はどれですか。

（回答：1=持家（一戸建て）・持家（集合住

宅）、0=公営賃貸住宅・民間賃貸住宅（一戸建

て）・民間賃貸住宅（集合住宅）・借家・その

他） 

社会参加 趣味関係のグループへ

の参加 

趣味のグループの活動にどのくらいの頻度で参

加していますか。（回答：1=週 4 回以上・週 2

〜3 回・週 1 回・月 1〜3 回、0=年に数回・全く

ない） 

スポーツ関係のグルー スポーツ関係のグループやクラブにどのくらい



35 

 

プやクラブへの参加 の頻度で参加していますか？（回答：1=週 4 回

以上・週 2〜3 回・週 1 回・月 1〜3 回、0=年に

数回・全くない） 

学習・教養サークルへ

の参加 

学習・教養サークルの活動にどのくらいの頻度

で参加していますか？（回答：1=週 4 回以上・

週 2〜3 回・週 1 回・月 1〜3 回、0=年に数回・

全くない） 

老人クラブへの参加 老人クラブにどのくらいの頻度で参加していま

すか？（回答：1=週 4 回以上・週 2〜3 回・週 1

回・月 1〜3 回、0=年に数回・全くない） 

尊厳と社会的

包摂 

地域への帰属意識 あなたは地域の人々から大切にされ、地域の一

員となっていると感じますか。（回答：1 = そ

う思う・ ややそう思う、0 = あまり思わない・ 

全く思わない・どちらでもない） 

地域への決定参加 あなたは自治会・町内会やその他の場で、地域

のものごとの決定に参加していますか。（回

答：1 = そう思う・ ややそう思う、0 = あまり

思わない・ 全く思わない・どちらでもない） 

地域の互酬性 あなたの地域の人々は、多くの場合、他の人の

役に立とうとすると思いますか。（回答：1 = 

とてもそう思う・ まあそう思う、0 = あまりそ

う思わない・ 全くそう思わない・どちらともい

えない） 

市民参加と雇

用 

ボランティアのグルー

プへの参加 

ボランティアのグループへの活動にどのくらい

の頻度で参加していますか？（回答：1=週 4 回

以上・週 2〜3 回・週 1 回・月 1〜3 回、0=年に

数回・全くない） 

収入のある仕事 収入のある仕事にどのくらいの頻度で従事して

いますか？（回答：1=週 4 回以上・週 2〜3 回・

週 1 回・月 1〜3 回、0=年に数回・全くない） 

コミュニケー

ションと情報 

インターネット利用 あなたは過去 1 年間に、インターネットやメー

ルを使いましたか（回答：1=はい（ほぼ毎日使

う）・はい（週に 2〜3 回使う）・はい（月に数

回以下）、0=いいえ） 

友人・知人と会う頻度 友人・知人と会う頻度はどのくらいですか。

（回答：1=週 4 回以上・週 2〜3 回・週 1 回・月

1〜3 回、0=年に数回・全くない） 
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地域支援と保

健サービス 

保健福祉サービスの提

供 

あなたが日常生活や健康のために必要なこと

は、行政や民間のサービスによって、概ね提供

されていますか。（回答：1 = そう思う・やや

そう思う、0 = あまり思わない・ 全く思わな

い・どちらでもない） 

認知症の人に

対する意識・

態度 

認知症の人との共生意

識 

自分が認知症になったら、周りの人に助けても

らいながら自宅での生活を続けたいと思います

か。（回答：1 = そう思う・ややそう思う、0 = 

あまり思わない・ 全く思わない・どちらでもな

い） 

認知症の人の社会参加 認知症の人も地域活動に役割をもって参加した

方が良いと思いますか。（回答：1 = そう思

う・ややそう思う、0 = あまり思わない・ 全く

思わない・どちらでもない） 

認知症の人への理解 認知症の人の大声や暴力、歩き回るなどの行動

は、必要なことが満たされない時に起きると思

いますか。（回答：1 = そう思う・ややそう思

う、0 = あまり思わない・ 全く思わない・どち

らでもない） 

認知症の人への意思決

定支援 

認知症の人が、記憶力が低下し判断することが

できなくなっても、日々の生活についてできる

だけ本人が決める方が良いと思いますか。（回

答：1 = そう思う・ややそう思う、0 = あまり思

わない・ 全く思わない・どちらでもない） 

認知症の人の家族の受

援意識 

家族が認知症になったら、協力を得るために近

所の人や知人などにも知っておいてほしいと思

いますか。（回答：1 = そう思う・ややそう思

う、0 = あまり思わない・ 全く思わない・どち

らでもない） 
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③市町村における認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症に 

やさしいまち指標との関連 

―市町村レベルの生態学的分析による検討― 

浜松医科大学健康社会医学講座 野口泰司 

千葉大学予防医学センター   井手一茂 

研究要旨 

【目的】世界的な高齢化の進展を背景に、世界保健機関（WHO）は Age-friendly Cities and 

Communities（高齢者にやさしいまち）の枠組みを提示し、認知症フレンドリーコミュニテ

ィの推進を統合的に進める必要性を示している。日本では、認知症サポーター養成事業が全

国で展開されているが、市町村レベルにおいてサポーター養成の進展がエイジフレンドリー

な地域環境とどのように関連しているかは十分に検討されていない。本研究は、市町村にお

ける認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしいまち指標との関連を生態学的研

究デザインにより検討することを目的とした。 

【方法】日本老年学的評価研究（JAGES）2022 年調査データと認知症サポーター養成に関す

る公開データを市町村単位でリンケージした生態学的横断研究を実施した。分析対象は 69 市

町村であった。高齢者・認知症にやさしいまち指標は、高齢者にやさしい物理的環境、社会

参加・情報利用、社会的包摂・認知症フレンドリーの 3 領域から構成された。市町村の総人

口に占める認知症サポーター割合を主要説明変数とし、相関分析および可住地人口密度で調

整した多変量線形回帰分析を行った。 

【結果】市町村の認知症サポーター割合は平均 13.47％であった。相関分析では、認知症サポ

ーター割合は高齢者にやさしい物理的環境と弱い負の相関を示し（r = -0.297, p < 0.01）、社

会的包摂・認知症フレンドリーと中等度の正の相関を示した（r = 0.482, p < 0.001）。可住地

人口密度を調整した多変量線形回帰分析では、認知症サポーター割合は社会的包摂・認知症

フレンドリーと有意な正の関連を示した（（coef.＝0.22, 95% CI（：0.15, 0.29）。一方、高齢者に

やさしい物理的環境と社会参加・情報利用との関連は認められなかった。 

【考察】認知症サポーター養成が進んでいる市町村ほど、社会的包摂性や認知症フレンドリ

ーの要素が高いことが示された。これらの結果は、認知症サポーター養成がエイジフレンド

リーシティの社会的側面を強化する地域介入として機能する可能性を示唆している。認知症

施策とエイジフレンドリー政策を統合的に推進することが、認知症と共生できる地域社会の

実現に重要である。
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１．背景と目的 

世界的な人口高齢化の進展に伴い、高齢者が住み慣れた地域で自立し、社会参加を継続

しながら生活できる地域づくりは国際的な政策課題となっている。世界保健機関（WHO）は

「Age-friendly Cities and Communities（エイジフレンドリーシティ：高齢者にやさしいま

ち）」の取り組みを推進し、すべての住民が活動的な高齢期を過ごすことができるような物理

的・社会的な環境整備を強調している (1-3)。このフレームワークでは、屋外空間・交通・住

まい・社会参加・社会的包摂・コミュニケーション・地域支援など多領域にわたる環境整備

の必要性が示され、高齢者の健康、生活の質、社会参加を支える地域環境を包括的に評価す

る概念として世界各国で政策に取り入れられている (1-3)。一方で、WHO は認知症の世界的

増加を背景に、認知症フレンドリーコミュニティの推進をエイジフレンドリーの取り組みと

統合的に進める必要性を強調し、地域社会の理解促進や社会的包摂の重要性を指摘している 

(4)。 

日本は世界でも最も急速に高齢化が進行している国の一つであり、地域包括ケアシステ

ムの推進を中心に、高齢者や認知症の人が地域で暮らし続けられる社会の実現が求められて

いる。厚生労働省の認知症施策推進大綱では「共生」を柱として、認知症の人が地域の一員

として生活し続けられる社会の実現が掲げられ、その実現に向けた具体的施策として認知症

サポーター養成事業が全国で展開されてきた (5)。認知症サポーターは、認知症に関する正し

い理解をもち、地域での見守りや支援を担う住民として位置づけられており、地域の理解促

進や偏見の軽減を通じて社会環境の改善に寄与することが期待されている (6)。2024 年には

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、高齢者および認知症にやさ

しいまちづくりを推進するにあたって、認知症サポーターの役割がますます期待されている 

(7)。 

エイジフレンドリーシティの概念において、地域環境は物理的環境と社会的環境の双方

から構成される。特に社会参加や社会的包摂は、高齢者の健康維持、孤立予防、生活の質の

向上と密接に関連することが多くの研究で示されている。認知症の人にとっても、地域の理

解や支援体制、社会参加の機会は地域で生活を継続するための重要な要素であり、認知症施

策とエイジフレンドリー政策は本質的に共通する目的を有している。 

しかしながら、これまでの研究の多くは個人レベルでの知識や態度の変化に焦点を当てて

おり (8, 9)、市町村レベルにおいて認知症サポーター養成の進展が地域のエイジフレンドリ

ーな環境形成とどのように関連しているかについては十分に検討されていない。自治体レベ

ルでの検討は、地域政策の立案や評価に直接的な示唆を与える点で重要である。 
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以上より、本研究では市町村における認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさ

しいまち指標との関連性について市町村レベルの生態学的研究デザインにより検討すること

を目的とした。  
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２．方法 

２．１．研究デザイン、対象者 

研究デザインは生態学的横断研究であり、日本老年学的評価研究（JAGES）の高齢者・

認知症にやさしいまち指標を含む 2022 年調査データと、認知症サポーター養成状況に関す

る公開データを市町村単位でリンケージしたデータを用いて検討した。JAGES は、要介護認

定を受けていない地域高齢者に対する住民ベースの質問紙調査であり (10)、2022 年の 10 月

から 12 月において全 75 の市町村における調査適格者で、自治体ごとにランダムサンプリン

グまたは悉皆サンプリングを用いて抽出された対象者に、郵送により質問紙を配布・回収し

た。なお、高齢者・認知症にやさしいまち指標に関する質問項目は、一部の対象者にランダ

ムに割り当てられた。合計で 338,742 人の対象者に調査票を配布し、228,119 人から回答を

得た。そのうち、要支援・要介護認定を受けている者、市町村における介護予防・日常生活支

援総合事業の認定を受けている者、年齢・性別が不明の者を除外した。また、回答者のうち、

居住地の市町村が不明である者を除外した。市町村レベルで回答を集計し、データの正確性

を担保するために、高齢者・認知症にやさしいまち指標に関する調査票について、市町村に

おける回答数が 20 人未満である市町村を除外した。最終的に、192,108 人の回答から成る 69

市町村が分析対象となり、認知症サポーター養成状況データと突合された。 

 

２．２．高齢者・認知症にやさしいまち指標 

本研究では、先行研究に基づき (11, 12)、高齢者・認知症にやさしいまち指標を用いて、

市町村レベルで評価を行った。本指標の詳細を表 1 に示す。本指標は、①高齢者にやさしい

物理的環境、②社会参加・情報利用、③社会的包摂・認知症フレンドリーの 3 領域、17 項目

により構成されている。高齢者にやさしい物理的環境は、バリアフリーな建造環境、歩道・

道路、移動資源、運動や散歩に適した公園・歩道、移動資源のアクセス性の 5 項目から構成

される。社会参加・情報利用は、趣味活動グループ、スポーツグループ、学習文化活動、ボラ

ンティア活動への参加、インターネット利用の 5 項目から構成される。社会的包摂・認知症

フレンドリーは、地域への帰属意識、地域への決定参加、地域の互酬性の規範、保健福祉サ

ービス、友人関係、認知症との共生意識、認知症の人の家族の受援意識の 7 項目から構成さ

れる。個人の回答は、市町村レベルで集計され、物理的環境は 0-500 点、社会参加・情報利

用は 0-500 点、社会的包摂・認知症フレンドリーは 0-700 点で、得点化された。その後、3 領

域の各得点は項目数で除され、0-100 点で再スケーリングされた。 
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表 1. 高齢者・認知症にやさしいまち指標 

  質問項目 

高齢者にやさしい物理的環境  

バリアフリーな建造環境 

あなたの住んでいる地域には、歩行が困難な方や目・

耳の不自由な方でも、利用に支障がない公共施設はど

のくらいありますか。（たくさんある・ある程度あ

る、％） 

バリアフリーな歩道・道路 

あなたの家から徒歩圏内に、車いす・杖・歩行器など

を利用される方でも、歩行に支障のない通り（道路）

はどのくらいありますか。（たくさんある・ある程度

ある、％） 

バリアフリーな移動資源 

あなたの住んでいる地域には、歩行が困難な方や目・

耳の不自由な方でも、利用に支障がない電車やバスの

車両はどのくらいありますか。（たくさんある・ある

程度ある、％） 

運動や散歩に適した公園・歩道 

あなたの家から徒歩圏内に、運動や散歩に適した公園

や歩道はありますか。（たくさんある・ある程度あ

る、%） 

移動資源へのアクセス性 

あなたの家から徒歩圏内に、電車・地下鉄などの駅や

バス停はどのくらいありますか。（たくさんある・あ

る程度ある、％） 

  

社会参加・情報利用  

趣味活動グループへの参加 
あなたは趣味関係のグループにどのくらいの頻度で参

加していますか。（月 1 回以上、％） 

スポーツグループへの参加 
あなたはスポーツ関係のグループやクラブにどのくら

いの頻度で参加していますか。（月 1 回以上、％） 

学習・文化活動への参加 
あなたは学習・教養サークルにどのくらいの頻度で参

加していますか。（月 1 回以上、％） 

ボランティア活動への参加 
あなたはボランティアのグループにどのくらいの頻度

で参加していますか。（月 1 回以上、％） 

インターネット利用 

あなたは過去 1 年間に、インターネットやメールをど

のくらいの頻度で使いましたか。（月に数回以

上、％） 
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社会的包摂・認知症フレンドリー  

地域への帰属意識 

あなたは地域の人々から大切にされ、地域の一員とな

っていると感じますか。（そう思う・ややそう思

う、%） 

地域への決定参加 

あなたは自治会・町内会やその他の場で、地域のもの

ごとの決定に参加していると思いますか。（そう思

う・ややそう思う、%） 

地域の互酬性の規範 

あなたの地域の人々は、多くの場合、他の人の役に立

とうとすると思いますか。（とてもそう思う・まあそ

う思う、％） 

保健福祉サービス 

日常生活や健康のために必要なことは、行政や民間の

サービスで概ね提供されていると思いますか。（そう

思う・ややそう思う、％） 

友人関係 
友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。（月 1 回

以上、％） 

認知症との共生意識 

自分が認知症になったら、周りの人に助けてもらいな

がら自宅での生活を続けたいと思いますか。（そう思

う・ややそう思う、％） 

認知症の人の家族の受援意識 

家族が認知症になったら、協力を得るために近所の人

や知人などにも知っておいてほしいと思いますか。

（そう思う・ややそう思う、％） 

 

２．３．認知症サポーター養成状況 

市町村の認知症サポーター養成状況は、地域共生自治体連携機構による公開データを用

いた。「認知症サポーターキャラバン」実施状況報告書を参照し (6)、調査実施時期と合わせ

て、2022 年 9 月 30 日現在報告書より、各市町村におけるキャラバン・メイトを含む認知症

サポーター数を、市町村ごとに抽出した。住民基本台帳（2022 年 1 月 1 日時点）から参照さ

れた各市町村の総人口に占める認知症サポーター割合（%）を抽出し、市町村におけるサポー

ター養成状況の指標として用いた。 
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２．４．統計解析 

まず、市町村における認知症サポーター養成状況について、記述統計を算出した。また、

各市町村の高齢者・認知症にやさしいまち指標の得点の記述統計を算出した。次に、市町村

レベルにおいて、認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしいまち指標との相関

関係について散布図行列を示し、Pearson の相関分析を行った。相関分析は、可住地人口密

度を中央値により 2 分した層別化も行った。さらに、認知症サポーター養成状況と高齢者・

認知症にやさしいまち指標との関係について、市町村における可住地人口密度により調整し

た多変量線形回帰分析を行い、高齢者・認知症にやさしいまち指標に対する回帰係数（coef.）

と 95%信頼区間（（CI）を算出した。なお、分析にあたり可住地人口密度は対数変換の上、モ

デルに投入した。また、推定はロバスト標準誤差により行った。 

全ての統計解析は、R（Version 4.3.3 for Windows; R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria）を用い、統計的有意性は p < 0.05 に設定した。 

 

２．５．倫理的配慮 

本研究は、千葉大学（No. M10460）、浜松医科大学（No. 91123）の研究倫理審査委員会

の承認を得て実施された。郵送された調査票には研究目的・内容についての説明書が添付さ

れ、調査票の返送をもって適切な同意を得た。 
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３．結果 

３．１．記述統計 

表 2 に、全 69 市町村における認知症サポーター養成状況、高齢者・認知症にやさしいま

ち指標の記述統計を示す。市町村の総人口当たりの認知症サポーター割合（%）は、平均で

13.47（（標準偏差 8.30）であり、最も低い市町村では 2.62、最も高い市町村では 44.85 と、お

よそ 42%ポイントの差があった。 

高齢者・認知症にやさしいまち指標に関し、高齢者にやさしい物理的環境は、平均で 30.58

点（標準偏差 8.42）であり、最小で 16.30 点、最大で 54.42 点と、およそ 40 ポイントの差が

あった。社会参加・情報利用は、平均で 24.82 点（標準偏差 5.45）と、最小で 12.40 点、最

大で 37.56 点であり、およそ 25 ポイントの差があった。社会的包摂・認知症フレンドリー

は、平均 52.53 点（標準偏差 5.03）であり、最小で 43.60 点、最大で 67.29 点と、およそ 20

ポイントの差があった。 

 

表 2. 認知症サポーター養成状況、高齢者・認知症にやさしいまち指標の記述統計（n = 69） 

  平均 (標準偏差) 中央値 [min, max] 

総人口当たりの認知症サポーター割合（%） 13.47 (8.30) 10.72 [2.62, 44.85] 

   

高齢者・認知症にやさしいまち指標（0-100

点） 

  

高齢者にやさしい物理的環境 30.58 (8.42) 28.44 [16.30, 54.42] 

社会参加・情報利用 24.82 (5.45) 25.00 [12.40, 37.56] 

社会的包摂・認知症フレンドリー 52.53 (5.03) 52.14 [43.60, 67.29] 

 

３．２． 認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしいまち指標の関連 

図 1 に、市町村の総人口当たりの認知症サポーター割合と高齢者・認知症にやさしいま

ち指標の散布図および相関分析の結果を示す。総人口当たりの認知症サポーター割合と高齢

者にやさしい物理的環境は、負の弱い相関を示した（r = -0.297, p < 0.01）。社会参加・情報

利用とは、ほとんど相関を示さなかった（r = 0.008）。社会的包摂・認知症フレンドリーとは、

正の中等度の相関を示した（r = 0.482, p < 0.001）。これらの相関は、可住地人口密度により

層別化すると（図 2）、物理的環境（可住地人口密度低：r = -0.079；高：r = -0.263）と社会

的包摂・認知症フレンドリー（可住地人口密度低：r = 0.397、p < 0.05；高：r = 0.399、p < 

0.05）との相関関係はおおむね同様であったが、社会参加・情報利用については可住地人口



45 

 

密度が低い市町村では正の中等度の相関を示した一方で（r = 0.389、p < 0.05）、高い市町村

では相関はみられなかった（r = 0.014）。 

 

 

図 1. 認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしいまち指標の相関分析 

対角線上は各変数の分布、左下パネルは散布図と回帰直線、右上パネルはピアソンの相関係

数（Corr.）を示す。*p < 0.05；***p < 0.001 
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図 2. 認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしいまち指標の相関分析：可住地

人口密度による層別化 

緑は可住地人口密度が高い市町村、赤は低い市町村を示す。対角線上は各変数の分布、左下

パネルは散布図と回帰直線、右上パネルはピアソンの相関係数（Corr.）を示す。*p < 

0.05；***p < 0.001 

 

表 3 に市町村の認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしいまち指標との関連

についての多変量解析の結果を示す。市町村の可住地人口密度で調整した解析モデルでは、

総人口当たりの認知症サポーター割合は、高齢者にやさしい物理的環境と負の関連性を示し

たが、統計的有意性は認められなかった（coef. = -0.17, 95% CI = -0.36, 0.01, p = 0.070）。社

会参加・情報利用とは正の関連性を示したが、統計的有意差は認められなかった（coef. = 0.09, 

95% CI = -0.05, 0.24, p = 0.212）。一方で、認知症サポーター割合は社会的包摂・認知症フレ

ンドリーとは有意な正の関連性が認められた（coef. = 0.22, 95% CI = 0.15, 0.29, p < 0.001）。 
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表 3. 総人口当たりの認知症サポーター割合と高齢者・認知症にやさしいまち指標の関連（多

変量線形回帰分析） 

  Crude model   Adjusted model 

  Coef. (95% CI) p-value   Coef. (95% CI) p-value 

高齢者にやさしい物理的環境 -0.30 (-0.50, -0.11) 0.004   -0.17 (-0.36, 0.01) 0.070  

社会参加・情報利用 0.01 (-0.11, 0.12) 0.931   0.09 (-0.05, 0.24) 0.212  

社会的包摂・認知症フレンドリー 0.29 (0.20, 0.38) < 0.001   0.22 (0.15, 0.29) < 0.001 

CI, confidence interval. 

*可住地人口密度により調整 
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４．考察 

本研究では、市町村における認知症サポーター割合が高いほど社会的包摂・認知症フレン

ドリー指標の得点が高いことが示された。一方で、高齢者にやさしい物理的環境と社会参加・

情報利用との関連は認められなかった。これらの結果は、認知症サポーター養成が地域の社

会的包摂性や認知症にやさしいまちの形成に潜在的に関与している可能性を示唆するもので

ある。 

WHO のエイジフレンドリーシティのフレームワークでは、社会的包摂性は高齢者の健康、

幸福に不可欠な要素として位置づけられている (1-3)。認知症サポーター養成は地域住民の理

解を促進し、認知症の人や家族が地域で支援を求めやすい環境を形成する取り組みである。

認知症教育はスティグマの軽減や援助行動の促進につながることが報告されており、本研究

で認められた社会的包摂との関連は、認知症サポーター養成が地域の社会関係資本の向上を

通じてエイジフレンドリーな社会環境の形成に寄与している可能性を示唆している。 

一方で、物理的環境と社会参加・情報利用との関連は認められなかった。物理的環境につ

いては、認知症サポーター養成は主として社会的・人的環境に影響する施策であることを反

映していると考えられる。交通、建築、都市計画などの物理的環境は自治体のインフラ整備

や財政投資に強く依存するため、住民教育を中心とするサポーター養成と関連がないことは

合理的であると考えられる。社会参加・情報利用については、高齢者の地域への社会参加や

就労などの比較的健康的でアクティブな高齢者の要素を反映する側面が強く、認知症のある

人への理解や前向きな態度といったサポーター養成講座とは、機能する側面が異なる可能性

がある。一方で、可住地人口密度による層別化の結果からみられるように、この関係は都市

度によって異なる可能性がある。都市部と非都市部においては、高齢者の社会参加の形態や

その社会的資源が異なり、人々のそれらに対する態度も一様ではなく、認知症サポーターが

高齢者にやさしいまちのアクティブな側面に肯定的に作用する可能性がある。地域によるサ

ポーター養成講座の波及影響についてはさらなる検討が必要である。 

本研究にはいくつかの限界がある。生態学的な横断研究であるため因果関係を推定するこ

とはできず、未測定の交絡因子の影響が残存している可能性がある。また時間的因果方向も

明らかではない。今後は、縦断データを構築の上、高齢者・認知症にやさしいまち指標に認

知症サポーター養成状況がどのように影響するか検証する必要がある。 
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５．結論 

本研究は、市町村レベルにおいて認知症サポーター養成状況と高齢者・認知症にやさしい

まち指標との関連を検討した。結果、認知症サポーター割合が高い市町村ほど、高齢者・認

知症にやさしいまち指標のうち社会的包摂・認知症フレンドリーの指標が高いことが示され

た。これらの結果は、認知症サポーター養成が包摂性や高齢者や認知症のある人への尊重意

識などの地域の社会的環境を改善し、共生的な地域づくりを促進する可能性を示唆している。

今後、認知症サポーター養成を地域活動や地域包括ケアと連動させて推進することが、高齢

者および認知症にやさしい地域社会の実現に向けて重要である。 
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④市町村における認知症サポーター養成状況と 

住民の認知症への意識・態度との関連 

―市町村レベルの生態学的分析による検討― 

浜松医科大学健康社会医学講座 野口泰司 

千葉大学予防医学センター   井手一茂 

研究要旨 

【目的】認知症サポーター養成は、日本における認知症理解促進の中核的施策として全国で

展開されているが、その地域社会レベルでの効果に関する科学的エビデンスは十分ではない。

本研究では、市町村における認知症サポーター養成状況と住民の認知症に対する意識・態度

および相談窓口認識との関連を、市町村レベルの生態学的研究により検討することを目的と

した。 

【方法】日本老年学的評価研究（JAGES）2022 年調査の高齢者 192,108 人（69 市町村）を

対象とし、市町村ごとに認知症に対する意識・態度および相談窓口の認識割合を集計した。

認知症サポーター養成状況は認知症サポーターキャラバン公開データより取得し、市町村の

総人口に占める認知症サポーター割合を指標とした。市町村レベルで相関分析および可住地

人口密度で調整した多変量線形回帰分析を実施した。 

【結果】市町村の認知症サポーター割合は平均 13.47%（標準偏差 8.21）であり、約 42%ポ

イントの地域差が認められた。認知症サポーター割合は、認知症の人の家族の受援意識（r = 

0.328, p < 0.01）および認知症相談窓口の認識（r = 0.501, p < 0.001）と有意な正の相関を示

した。可住地人口密度を調整した線形回帰分析でも、家族の受援意識（coef. = 0.17, 95%CI: 

0.05, 0.29）および相談窓口認識（coef. = 0.32, 95% CI: 0.17, 0.47）との正の関連が認められ

た。一方、認知症との共生意識、社会参加、認知症理解、意思決定支援との関連は認められな

かった。 

【考察】市町村における認知症サポーター養成は、住民の相談窓口認識および家族の受援意

識と関連しており、地域における相談アクセス向上や家族支援環境の整備に寄与する可能性

が示唆された。一方、価値観や態度指標との関連は認められず、地域全体の認知症観の変容

にはさらなる普及と質的向上が必要である。 
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１．背景と目的 

世界的な人口高齢化の進展に伴い、認知症は医療・福祉・地域社会の持続可能性に大きな影響を

及ぼす重要な公衆衛生的課題となっている。世界保健機関（World Health Organization［WHO］）

の報告によると、2021 年時点での世界の認知症の有病者数は約 5,500 万人に達し、2050 年には 1

億 3,900 万人に増加すると推計されている (1)。認知症は個人の生活の質のみならず、家族介護者の

身体的・精神的負担、社会保障費の増大、地域社会の包摂性など広範な領域に影響を及ぼすため、医

療中心の対応から、地域社会全体で支える体制への転換が国際的に求められている。 

こうした流れの中で、WHO は「認知症フレンドリー社会（Dementia-friendly communities）」

の構築を重要な政策課題として提唱し、認知症に対するスティグマ（偏見や差別）の低減、地域住民

の理解促進、社会参加の支援が各国で推進されている。たとえば、英国の Dementia Friends、米国

の Dementia Friendly America、オーストラリアの Dementia Friendly Communities の取り組み

など、一般住民を対象とした認知症に関する理解の促進プログラムが広く展開され、地域社会の認

知症の望ましい理解を推進する取り組みが進められている (2-4)。これらの取り組みは、認知症に関

する教育や啓発活動を通じて、住民の知識や態度を改善し、認知症のある人やその家族が地域で安

心して生活できる環境整備に寄与することが期待されている。 

日本では、2023 年に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、2024 年施行

された (5)。同法は、認知症のある人の尊厳を保持しながら希望を持って暮らせる社会の実現を目的

とし、国および地方公共団体に対して、認知症に関する正しい理解の普及、地域における支援体制の

整備は地方自治体の重要な役割として位置付けられており、市町村レベルでの取り組みの重要性が

一層高まっている。 

この実行的な取り組みの 1 つであり、日本における代表的な住民向け認知症理解促進施策として、

2005 年に厚生労働省の支援のもと開始された「認知症サポーターキャラバン」がある (6)。本事業

は、認知症のある人とその家族を地域で支えることができる住民を増やすことを目的としており、

全国の市町村を基盤として展開されている。認知症サポーターは専門職ではなく、認知症に関する

正しい知識と理解を持ち、地域での見守りや声かけなどの支援を行う「応援者」として位置付けられ

ている。 

認知症サポーターの養成は、主に 60～90 分程度の「認知症サポーター養成講座」によって行わ

れる。講座では、認知症の基礎知識、認知症のある人への接し方、家族支援、地域の相談窓口などが

体系的に学習される。講座を修了した者には「オレンジリング」（またはオレンジカードなど）が授

与され、地域での支援活動の象徴として広く認知されている (6)。講座は、市町村自治体、地域包括

支援センターなどにより、地域住民、企業、小売店、医療・介護専門職、学校など多様な対象におい

て実施されており、地域ぐるみの普及が図られている。 

なお、認知症サポーターキャラバンは、講座を担う「キャラバン・メイト」の養成を通じた普及体
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制を特徴としている。養成されたキャラバン・メイトが中心となり、地域において継続的に講座を開

催する役割を担い、全国の市町村で持続的な住民教育が可能な仕組みが構築されている。 

2022 年時点で認知症サポーター養成人数は 1,400 万人を超え、人口規模において世界最大級の

認知症理解促進プログラムとなっている (6)。このような大規模な住民教育施策は国際的にも注目さ

れており、日本の取り組みは認知症フレンドリー社会の実現に向けた重要な実践例として位置付け

られている。 

このように認知症サポーターキャラバンは全国的に大規模な住民教育施策として展開されてきた

が、その効果に関する科学的エビデンスは依然として十分とは言えない。これまでの研究の多くは、

養成講座受講者を対象とした前後比較研究や小規模な観察研究が中心であり、養成講座受講後の認

知症に関する知識の向上や前向きな態度の増加がみられることが報告されている (7, 8)。しかし、こ

れらの研究の多くは個人の短期的アウトカムへの影響や横断的アウトカムとの関連に焦点を当てて

おり、地域社会全体への波及効果についての検討は不足している。 

特に、認知症サポーター養成が地域住民全体の認知症観や支援行動にどの程度影響しているかに

ついては十分に検討がされていない。認知症フレンドリー社会の実現という観点からは、受講者個

人の変化だけではなく、地域レベルでの社会的受容性、支援要請、相談行動といった集団的アウトカ

ムの検証が重要であると考えられる。また、認知症に対するスティグマの低減や共生意識の醸成は、

多面的な社会環境の影響を受けると考えられており、単一の教育施策の効果を評価することの難し

さも指摘されている (7)。 

さらに、日本では認知症サポーター養成人数が大幅に増加している一方で、地域間で養成状況に

差が存在する可能性があり、この地域差が住民の認知症に対する意識や行動にどのように関連する

かを検討することは、今後の施策の改善に資する重要な課題である。しかし、日本において市町村単

位での認知症サポーター養成状況が地域住民の認知症観にどのように関連しているかを検討した研

究はこれまでなされていない。 

以上より、本研究では市町村における認知症サポーター養成状況と住民の認知症に対する意識・

態度との関連性について市町村レベルの生態学的研究デザインにより検討することを目的とした。 
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２．方法 

２．１．研究デザイン、対象者 

研究デザインは生態学的横断研究とした。本研究では、高齢者住民の認知症に対する意識・態度

のデータとして、日本老年学的評価研究（JAGES）の 2022 年調査データを用いた。本調査データ

と、認知症サポーター養成状況に関する公開データを市町村レベルで突合し、分析を行った。JAGES

は、要介護認定を受けていない地域高齢者に対する住民ベースの質問紙調査であり (9)、2022 年の

10 月から 12 月において全 75 の市町村における調査適格者で、自治体ごとにランダムサンプリング

または悉皆サンプリングを用いて抽出された対象者に、郵送により質問紙を配布・回収した。なお、

一部の認知症に対する意識・態度に関する質問項目は、対象者のうち 8 分の 1 にランダムに割り当

てられた。合計で 338,742 人の対象者に調査票を配布し、228,119 人から回答を得た。そのうち、

要支援・要介護認定を受けている者、市町村における介護予防・日常生活支援総合事業の認定を受け

ている者、年齢・性別が不明な者を除外した。また、回答者のうち、居住地の市町村が不明である者

を除外した。市町村レベルで回答を集計し、データの正確性を担保するために、認知症に対する意

識・態度に関する調査票について市町村における回答者数が 20 人未満である市町村を除外した。最

終的に、192,108 人の回答から成る 69 市町村が分析対象となり、認知症サポーター養成状況データ

と突合された。 

 

２．２．認知症に対する意識・態度 

対象者は表 1 に示す認知症に対する意識・態度に関する質問項目に回答した (8)。①認知症との

共生意識（自分が認知症になったら、周りの人に助けてもらいながら自宅での生活を続けたいと思

いますか）。②認知症の人の社会参加（（認知症の人も地域活動に役割をもって参加した方が良いと思

いますか）。③認知症の理解（（認知症の人の大声や暴力、歩き回るなどの行動は、必要なことが満た

されない時に起きると思いますか）。④認知症の人の意思決定支援（（認知症の人が、記憶力が低下し

判断することができなくなっても、日々の生活についてできるだけ本人が決める方が良いと思いま

すか）。⑤認知症の人の家族の受援意識（（家族が認知症になったら、協力を得るために近所の人や知

人などにも知っておいてほしいと思いますか）。全ての質問項目は 5 段階のリッカート尺度による回

答選択肢が設定された（1 = そう思う、2 = ややそう思う、3 = どちらでもない、4 = あまり思わな

い、5 = 全く思わない）。そのうち、「そう思う」または「ややそう思う」と回答した者を、前向きな

意識・態度への回答該当者と定義し、市町村ごとに該当者を集計し、得点化した（0-100 点、点数が

高いほど市町村における認知症に対する前向きな意識・態度を有する者が多い）。 
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２．３．認知症の相談窓口の認識 

対象者は表 1 に示す認知症の相談窓口の認識に関する（「認知症に関する相談窓口を知っています

か」の質問項目にも回答した（はい、いいえ）。そのうち「はい」と回答した者を該当者として、市

町村ごとに集計し、得点化した（0-100 点、点数が高いほど市町村における認知症に関する相談窓口

を認識している者が多い）。 

 

表 1. 認知症に対する意識・態度、認知症の相談窓口の認識に関する質問項目 

  質問項目 

認知症に対する意識・態度  

認知症との共生意識 

自分が認知症になったら、周りの人に助けてもらいながら自

宅での生活を続けたいと思いますか。（そう思う・ややそう

思う、%） 

認知症の人の社会参加 
認知症の人も地域活動に役割をもって参加した方が良いと思

いますか。（そう思う・ややそう思う、%） 

認知症の理解 

認知症の人の大声や暴力、歩き回るなどの行動は、必要なこ

とが満たされない時に起きると思いますか。（そう思う・や

やそう思う、%） 

認知症の人の意思決定支援 

認知症の人が、記憶力が低下し判断することができなくなっ

ても、日々の生活についてできるだけ本人が決める方が良い

と思いますか。（そう思う・ややそう思う、%） 

認知症の人の家族の受援意識 

家族が認知症になったら、協力を得るために近所の人や知人

などにも知っておいてほしいと思いますか。（そう思う・や

やそう思う、%） 

  

認知症の相談窓口の認識 認知症に関する相談窓口を知っていますか。（はい、%） 

 

２．４．認知症サポーター養成状況 

各市町村の認知症サポーター養成状況は、地域共生政策自治体連携機構「認知症サポーターキャ

ラバン」実施状況を参照した (6)。調査時期と合わせて 2022 年 9 月 30 日現在報告書より、各市町

村におけるキャラバン・メイトを含む合計の認知症サポーター数を抽出した。住民基本台帳（2022

年 1 月 1 日時点）から参照された市町村における総人口から、総人口に占める認知症サポーター割

合（%）を最終的に抽出し、市町村における養成状況の指標として用いた。 
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２．５．統計解析 

まず、市町村における認知症サポーター養成状況について、記述統計を算出した。また、市町村

における認知症に対する意識・態度および認知症の相談窓口の認識の該当者の記述統計を算出した。

次に、市町村レベルにおいて、認知症サポーター養成状況と認知症に対する意識・態度および認知症

の相談窓口の認識の該当者割合との相関関係について散布図行列を示し、また相関分析を行い

Pearson の相関係数を算出した。相関分析は、可住地人口密度を中央値により 2 分した層別化も行

った。さらに、認知症サポーター養成状況と認知症に対する意識・態度および認知症の相談窓口の認

識の該当者割合の関係について、市町村における可住地人口密度により調整した多変量線形回帰分

析を行い、認知症に対する意識・態度および認知症の相談窓口の認識に対する回帰係数（coef.）と

95%信頼区間（（CI）を算出した。なお、分析にあたり可住地人口密度は対数変換の上、モデルに投入

した。また、推定はロバスト標準誤差により行った。 

全ての統計解析は、R（Version 4.3.3 for Windows; R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria）を用い、統計的有意性は p < 0.05 に設定した。 

 

２．６．倫理的配慮 

本研究は、千葉大学（No. M10460）、浜松医科大学（No. 91123）の研究倫理審査委員会の承認を

得て実施された。郵送された調査票には研究目的・内容についての説明書が添付され、調査票の返送

をもって適切な同意を得た。  
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３．結果 

３．１．記述統計 

表 2 に、全 69 市町村における認知症サポーター養成状況、認知症に対する意識・態度、認知症

の相談窓口の認識の記述統計を示す。市町村の総人口当たりの認知症サポーター割合（%）は、平均

で 13.47（標準偏差 8.30）であり、最も低い市町村では 2.62、最も高い市町村では 44.85 であり、

およそ 42%ポイントの差があった。 

認知症に対する意識・態度（%）に関し、認知症との共生意識については、平均で 56.03（（標準偏

差 5.32）であり、最も低い市町村では 40.00、最も高い市町村では 75.00 であり、およそ 35%ポイ

ントの差があった。認知症の人の社会参加については、平均で 48.91（（標準偏差 5.19）、最も低い市

町村で 37.50、最も高い市町村で 66.70 であり、およそ 30%ポイントの差があった。認知症の理解

については、平均で 54.77（（標準偏差 5.05）であり、最も低い市町村では 42.20、最も高い市町村で

は 74.10 であり、およそ 30%ポイントの差があった。認知症の人の意思決定支援については、平均

で 43.00（標準偏差 4.94）で、最も低い市町村では 30.90 で、最も高い市町村では 66.70 であり、

およそ 35%ポイントの差があった。認知症の人の家族の受援意識については、平均で 72.24（標準

偏差 5.74）であり、最も低い市町村で 60.30、最も高い市町村で 83.70 であり、およそ 20%ポイン

トの差があった。 

認知症の相談窓口の認識（（%）については、平均で 35.26（（標準偏差 5.93）であり、最も低い市町

村では 24.40、最も高い市町村では 54.20 であり、およそ 30%ポイントの差があった。 

 

表 2. 認知症サポーター養成状況、認知症に対する意識・態度、認知症の相談窓口の認識の記述統

計（n = 69） 

  平均 (標準偏差) 中央値 [min, max] 

総人口当たりの認知症サポーター割合（%）  13.47 (8.30)  10.72 [2.62, 44.85] 

   

認知症に対する意識・態度   

認知症との共生意識  56.03 (5.32)  55.80 [40.00, 75.00] 

認知症の人の社会参加  48.91 (5.19)  48.60 [37.50, 66.70] 

認知症の理解  54.77 (5.05)  55.00 [42.20, 74.10] 

認知症の人の意思決定支援  43.00 (4.94)  42.90 [30.90, 66.70] 

認知症の人の家族の受援意識  72.24 (5.74)  71.90 [60.30, 83.70] 

   

認知症の相談窓口の認識  35.26 (5.93)  35.30 [24.40, 54.20] 
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３．２．認知症サポーター養成状況と認知症に対する意識・態度、認知症の相談窓口の認識

の関連 

図 1 に、市町村の総人口当たりの認知症サポーター割合と認知症に対する意識・態度および認知

症の相談窓口の認識の散布図および相関分析の結果を示す。総人口当たりの認知症サポーター割合

と、認知症との共生意識、認知症の人の社会参加、認知症の理解、認知症の人の意思決定支援との間

に相関関係はみられなかった（認知症との共生意識：r = -0.001、認知症の人の社会参加：r = 0.075、

認知症の理解：r = -0.014、認知症の人の意思決定支援：r = -0.021）。一方で、総人口当たりの認知

症サポーター割合と認知症の人の家族の受援意識とは弱い相関（r = 0.328、p < 0.01）が、認知症の

相談窓口の認識とは中等度の相関（r = 0.501、p < 0.001）がみられた。 

これらの傾向は可住地人口密度により層別化を行ってもおおむね同様であり（図 2）、認知症の家

族の受援意識は統計的有意差こそないものの可住地人口密度の高低に関わらず正の弱い相関を示し

（可住地人口密度低：r = 0.164（；高：r = 0.337）、認知症の相談窓口の認識とは中等度の相関を示し

た（可住地人口密度低：r = 0.383、p < 0.05；高：r = 0.572、p < 0.001）。 
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図 1. 認知症サポーター養成状況と住民の認知症に対する意識・態度および認知症の相談窓口の認

識の相関分析 

対角線上は各変数の分布、左下パネルは散布図と回帰直線、右上パネルはピアソンの相関係数（Corr.）

を示す。*p < 0.05；**p < 0.01；***p < 0.001 
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図 2. 認知症サポーター養成状況と住民の認知症に対する意識・態度および認知症の相談窓口の認

識の相関分析：可住地人口密度による層別化 

緑は可住地人口密度が高い市町村、赤は低い市町村を示す。対角線上は各変数の分布、左下パネルは

散布図と回帰直線、右上パネルはピアソンの相関係数（Corr.）を示す。*p < 0.05（；**p < 0.01（；***p 

< 0.001 
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表 3 に市町村の認知症サポーター養成状況と認知症に対する意識・態度および認知症の相談窓口

の認識との関連についての多変量解析の結果を示す。総人口当たりの認知症サポーター割合は、認

知症の人の家族の受援意識と認知症の相談窓口の認識と正の関連を示し、これは市町村の可住地人

口密度を調整したモデルにおいても認められた（調整モデル：認知症の人の家族の受援意識 coef. = 

0.17, 95% CI = 0.05, 0.29, p = 0.006；認知症の相談窓口の認識 coef. = 0.32, 95% CI = 0.17, 0.47, p 

< 0.001）。一方で、認知症との共生意識、認知症の人の社会参加、認知症の理解、認知症の人の意思

決定支援との関連性は認められなかった（調整モデル：認知症との共生意識 coef. = -0.02, 95% CI = 

-0.18, 0.14, p = 0.781；認知症の人の社会参加 coef. = 0.03, 95% CI = -0.16, 0.21, p = 0.768；認知

症の理解 coef. = -0.05, 95% CI = -0.21, 0.11, p = 0.553；認知症の人の意思決定支援 coef. = -0.04, 

95% CI = -0.23, 0.16, p = 0.710）。 

 

表 3. 総人口当たりの認知症サポーター割合と認知症に対する意識・態度、認知症の相談窓口の認

識との関連（多変量線形回帰分析） 

  Crude model   Adjusted model* 

  Coef. (95% CI) p-value   Coef. (95% CI) p-value 

認知症との共生意識 0.00 (-0.12, 0.12) 0.989   -0.02 (-0.18, 0.14) 0.781  

認知症の人の社会参加 0.05 (-0.11, 0.20) 0.562   0.03 (-0.16, 0.21) 0.768  

認知症の理解 -0.01 (-0.14, 0.12) 0.897   -0.05 (-0.21, 0.11) 0.553  

認知症の人の意思決定支援 -0.01 (-0.16, 0.13) 0.868   -0.04 (-0.23, 0.16) 0.710  

認知症の人の家族の受援意識 0.23 (0.11, 0.35) < 0.001  0.17 (0.05, 0.29) 0.006  

認知症の相談窓口の認識 0.36 (0.21, 0.51) < 0.001   0.32 (0.17, 0.47) < 0.001 

CI, confidence interval. 

*可住地人口密度により調整 
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４．考察 

本研究は、市町村における認知症サポーター養成状況と住民の認知症に対する意識・態度との関

連性を市町村レベルの生態学的分析により検討した。結果、人口あたりの認知症サポーター養成状

況は、市町村間で大きな差がみられ、地域における養成の進展状況が一様ではないことが明らかに

なった。一方で、住民の認知症に対する意識・態度や相談窓口の認識の状況も、市町村間でばらつき

が存在していた。 

本研究の主要な知見として、認知症サポーター割合が高い市町村ほど、家族が認知症になった場

合に周囲に協力を求める受援意識が高かった。この家族の受援意識との関連は、地域の社会的受容

性の高さを反映している可能性がある。認知症に対するスティグマは支援要請の障壁となることが

知られており (10)、地域での理解促進は家族の支援希求を促し、孤立を軽減し得る。国際的にも、

認知症フレンドリー社会の取り組みは、社会的包摂や支援要請の促進を重要な成果指標としている 

(1)。この認知症にやさしい地域づくり、認知症の人の家族支援に対して、市町村における認知症サ

ポーターの養成は、潜在的に寄与している可能性がある。 

また、認知症サポーターの割合が高い市町村ほど、認知症に関する相談窓口を知っている住民の

割合が高かった。認知症サポーター養成講座では、地域包括支援センター等の相談窓口の紹介が行

われていることが多く、その情報提供が効果的に機能している可能性がある。また、受講者がその家

族や地域住民に情報を伝達することで、地域全体の認識が高まった可能性が考えられる。早期相談

は認知症施策において重要な要素であり、本結果は認知症サポーター養成が地域の支援アクセス向

上に寄与している可能性を示唆している。 

一方で、認知症との共生意識や社会参加に対しての前向きな態度、行動心理症状の理解や意思決定

支援の意識との関連は認められなかった。認知症に対する価値観や態度は教育のみならず、個人の

認知症の人との接触・交流経験や文化的要因など多様な影響を受ける (7, 11)。したがって、比較的

短時間の講義のみでは、住民の認知症に対する前向きな意識・態度に対して大きな変化を及ぼすに

は十分ではない可能性がある。一方で、平均約 13%という市町村における人口あたりの認知症サポ

ーター割合は、地域全体の意識や価値観を変容させるには影響力が十分ではない可能性がある。さ

らなる普及や継続的な関与により、人口あたりある程度の割合のサポーターが養成されることで、

地域全体への指標との関連性が認められる可能性がある。 

しかしながら、本研究は生態学的な横断研究であり因果関係を示すものではない。未測定の地域

要因の影響を排除できない限界がある。また、認知症に対する意識・態度や認知症の相談窓口の認識

は高齢者の調査データに基づくものであり、若年者や中年者等、他の人口カテゴリーにおいて一般

化できるかは不明である。これらの限界はあるものの、多地域にまたがる認知症に対する意識・態度

に関する住民調査データを用いて、市町村レベルの関連性を示した点に意義があると考えられる。 
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５．結論 

本研究では、市町村におけるサポーター養成状況が、認知症の人の家族の受援意識と認知症の相

談窓口の認識と関連することを示した。一方で、認知症との共生意識や社会参加、価値観指標との関

連性は認められなかった。これらの結果は、認知症サポーター養成が地域における相談アクセス性

の確保や家族支援環境の整備に寄与する可能性を示している。今後は養成の量的拡大に加えて、養

成講座内容の質的向上を含めたサポーター養成による認知症にやさしいまちづくりの推進が求めら

れる。 
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⑤認知症サポーター養成講座の受講高齢者に関する調査研究 

 

東京純心大学看護学部看護学科 川込あゆみ 

千葉大学予防医学センター 井手 一茂 

１. 調査研究事業の概要 

1)  調査研究事業の背景と目的 

令和６(2024)年に施行された認知症基本法では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす

共生社会の実現を推進することを目的としている。そのうち、認知症の人が社会の構成員として積極的に

社会に参画し、その個性と能力を発揮する地域社会づくりを強調している 1)。認知症になっても誰もが暮

らしやすい環境をつくるためには、多様な組織連携による地域包括ケアシステムと、人格と個性を尊重し

た共生社会に加えて，認知症の人の参加と尊重を考慮した「認知症にやさしいまち（Dementia Friendly 

Cities：DFC）」の実現が重要である。 

認知症サポーター養成講座（以下、サポーター講座）は、認知症に関する正しい知識と理解をもって、

地域や職域で認知症のある人やその家族を手助けする人を養成することを目標として、2005 年から開始

された 2)。サポーター講座の内容は、認知症の基礎知識（認知症とは何か、認知症の症状、早期診断・治

療の重要性、権利擁護）、認知症の人への対応、家族の支援、サポーターとしてできることなど、概ね 90

分の講座形式の標準的なプログラムを参考に実施されてきた 3)。2025 年 12 月末時点で 1,682 万人を超

え、国民の 10 人に 1 人が認知症サポーターとなっている 2)。DFC を推進する一助として期待できるサポ

ーター講座の受講に対する効果を検討するために、認知症の人との「共生」、認知症の人と家族及び地域

の「受援力」、認知症の人の「理解」からなる認知症ケアに対する規範・意識に着目した。そこで、本報

告書は、サポーター講座の受講高齢者と認知症ケアに対する規範・意識について関連があるかを横断研究

と縦断研究の結果から考察し、課題を整理することを目的とした。 

 

2)  サポーター講座の効果に関する先行研究 

認知症サポーターの活動については、成功事例が数多く紹介されている。サポーター講座については、

受講前後で認知症受容度が高まったことが報告されている 4)。しかし、これらの研究は、サポーター講座

や講演会の高齢者を含む受講者のみが対象である。一方、サポーター講座の受講群と未受講群を比較した

先行研究として、会社員、自営業、パート・アルバイトの職に就く者を調査研究の対象とした企業・職域

型のサポーター講座の受講群は、未受講群と比較し、認知症や認知症の人との接し方について理解が高ま

ったことが報告されている 5)。高齢者において川込ら 6)は、サポーター講座の受講の有無と認知症ケアに

対する規範・意識について相違があるかを検証している。高齢者は人生経験が豊富であり地域での生活時

間が長く、介護や見守り活動の担い手になり得る 7)ため、認知症ケアに対する規範・意識が高まることは、

DFC を目指すうえで重要である。 
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２.  サポーター講座の効果に関する調査研究 

1)  高齢者のサポーター講座受講による認知症ケアに対する規範・意識の相違 JAGES2019

横断研究 

 

(1) 研究デザインと調査対象 

川込ら 6)は、日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study :JAGES) 8),9)の 2019年

度調査（以下、JAGES2019）の大規模調査によるデータを用いた横断研究を行った。JAGES2019 は、2019

年 11 月から 12 月にかけて 25 都道府県 60 市町村から要介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者に、

自記式質問紙の郵送調査を実施した（回答者数：192,484人、回収率 69.4%）。このうち、1/8の割当であ

るサポーター講座や認知症ケアに対する規範・意識に関する設問を含むバージョン別の調査票（回答者

数：24,581人、回収率：53.5%）から年齢・性の不正回答、日常生活に介助が必要であった者や欠損を除

いた 21,880人を分析対象とした。 

 

(2) 指標の構成概念と項目の選定 

目的変数として、認知症ケアに対する規範・意識は、尾島らの手引き 10)のうち、認知症に対する認識

を把握することができるように開発された「認知症にやさしいまち指標」を参考にして 3 項目で測定し

た。即ち、「認知症の人も地域活動に役割をもって参加した方が良い（以下、平等意識）」「家族が認知症

になったら協力を得るために近所の人や知人にも知っておいてほしい（以下、受援意識）」「認知症の人の

大声や暴力、歩き回るなどの行動は必要なことが満たされていないときに起きる（以下、行動・心理症状

の理解）」を用いた。 

説明変数はサポーター講座の受講の有無とした。受講の回数については、「今までに認知症サポーター

養成講座（一般講座）を受けたことがあるか」を質問し、「受けていない」と「サポーター」の選択肢を

提示するとともに、「サポーター」と選択した者には括弧に受講回数の記述を求めた。受講の有無は、「受

けていない」を「未受講」、サポーターを選択し、受講回数の回答があった者を「受講」とした。 

サポーター講座受講と認知症ケアに対する規範・意識を検討する上で考慮すべき基本属性として、性

別、年齢、教育歴、就業状態、等価所得、婚姻状況、家族構成、都市度、社会参加、家族の介護状況に着

目した。高齢者の社会的側面と関連することが報告されており 11)、潜在的な交絡因子となる可能性があ

るため統制変数とした。 

 

(3)  統計解析 

川込ら 6)は、サポーター講座受講と認知症ケアに対する規範・意識を示す 3 項目、平等意識、受援意

識、行動・心理症状の理解についてχ2 乗検定を実施した。次にサポーター講座受講の有無で層別化し、

記述統計を確認した。その上で、統制変数を調整し、ロバスト標準誤差を補正したポアソン回帰分析を行

った。サポーター講座の未受講を対照群として、受講群の出現割合比（prevalence ratio; 以下、PR）と

95％信頼区間(confidence interval; 以下、CI)、p値を算出した。サポーター講座の受講回数を説明変

数とした分析も実施し、受講回数が多いほど認知症ケアに対する規範・意識について相違があるかを確認

した。非該当を目的変数とした分析も実施した。サポーター受講者の属性を検討するために、講座の受講
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の有無を従属変数とし、統制変数を独立変数としたロジスティック回帰を実施した。 

 

(4)  倫理的配慮 

千葉大学と日本医療科学大学による倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

 

(5) 分析結果 

サポーター講座の受講と認知症ケアに対する規範・意識について、度数分布表（表１）を示した 6)。川

込ら 6)の研究によると、研究対象者について、サポーター講座を受講した者は全体の 7.0%であった。受

講者（1,521人）のうち 1回受講した者は 767人（50.4％）、2回以上受講した者は 612人（40.2％）であ

った（表 2）。講座の未受講群と比較した受講群における認知症ケアに対する規範・意識の PR を示した

（表 3、図 1）。平等意識について、受講群は PR=1.32（95%CI：1.28-1.37）と未受講群と比較して高かっ

た。受援意識については、受講群は PR=1.14（1.11-1.16）、行動・心理症状の理解について、受講群は

PR=1.16（1.11-1.21）と未受講群と比較して高かった 6)。 

「どちらでもない」の回答により結果が異なる可能性も否定できないことを考慮して、「あまり思わな

い」「全く思わない」を「非該当」に分類して目的変数とした追加分析も実施した（図 2）。受講群は、非

受講群と比較して「認知症の人の参加に対する平等意識」について「非該当」に回答する PRは 0.54(0.47-

0.63)倍であった。「認知症ケアに対する受援力」「行動・心理症状の理解」についても、受講群では「非

該当」に回答しない傾向にあった。PRはそれぞれ 0.52(0.42-0.65)、0.85(0.76-0.96）6)。 

サポーター講座の受講回数を独立変数とした分析でも未受講群と比較すると、1回受講群、2回以上受

講群で該当割合が高く、トレンド検定においても有意な結果であった（p<0.001）。表 3 には、性別、年

齢、教育歴、等価所得、家族介護の有無で層別化した分析結果を示した。層別化した分析においても、受

講群は、未受講群と比較すると認知症ケアに対する規範・意識について該当割合が高く、統計的にも有意

な結果であった 6)。 

 

表１ 認知症ケアに対する規範・意識に関する意識の度数分布 JAGES2019 

認知症ケアに対する規範・意識 
(n) 

全体

(%) 

サポーター講座(%) 

受講 未受講 

平等意識： 

認知症の人も地域活動に役割を 

もって参加した方が良い                           

該当 a)     (10,667) 
非該当 c)    (4,496) 

どちらでもない (5,829) 

50.8 

21.4 

27.8 

69.5 

11.0 

19.5 

49.5 

22.1 

28.4 

受援意識： 

家族が認知症になったら協力を 

得るために知ってほしい                           

該当 a)     (15,560) 

非該当 c)    (2,450) 

どちらでもない (2,932) 

74.3 

11.7 

14.0 

87.4 

5.4 

7.2 

73.3 

12.2 

14.5 

行動・心理症状の理解： 

認知症の人の暴力等は必要な事が 

満たされていないときに起こる 

該当 a)     (11,135) 

非該当 c)     (3,922) 

どちらでもない (5,608) 

53.9 

19.0 

27.1 

63.7 

15.8 

20.5 

53.2 

19.1 

27.7 

注 a) 「そう思う」「ややそう思う」を「該当」に分類した   b) 「あまり思わない」「全く思わない」を「非該当」に分類した 
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表２ 分析対象者の属性（全体・認知症サポーター養成講座受講の有無別）JAGES2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 無回答・不明を除外しているため受講群と未受講群の総数は分析対象者数とは異なる。                       

b) 社会参加はボランティア、スポーツの会、趣味の会、老人クラブ、自治会・町内会、学習教養サークル、通いの場、特技経験の伝達活動の 8 つ

の活動のうち、どれか 1つでも年数回以上の活動をしている人を「参加あり」とした。                       

c) 家族の介護については、「介護をしている」「介護を手伝っている」を「介護あり」とし、「介護をしていない」と分けた。 
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表３サポーター講座受講による認知症ケアに対する規範・意識の相違 a)と層別化 b)の分析 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR（Prevalence Ratio）: 各関連要因の出現割合比 95％CI（Confidence Interval）：信頼区間                       

a) ポアソン回帰分析(多重代入前のデータセット N=21、880) 有意水準 5% ロバスト標準誤差    b) 1=そう思う･ややそう思う c) 多重代入法に

より、性別、年齢、教育歴、就労状態、等価所得、婚姻状態、家族構成、都市度、社会参加、家族介護を用いて欠損値を補完した結果（m=20）  d) 

サポーター講座の受講回数についてはいずれの項目も P for Trendは.000であった。 

 

 

表４ 認知症ケアに対する規範・意識が非該当を目的変数とした分析(JAGES2019横断研究) 

 

注 a) 「そう思う」「ややそう思う」を「該当」に分類した   b) 「あまり思わない」「全く思わない」を「非該当」に分類した 

 

 

 

 

 

行動・心理症状 の理解  認知症 アの受援意識  参加に対 る平等意識  

 95      95      95     

r  .r  .未受講
サポーター講座  

 .0011.11-1.211.16 .0011.11-1.161.14 .0011.28-1.371.32受 講

r  .r  .r  .未受講 性性別
0.0011.05-1.221.13 .0011.11-1.211.16 .0011.27-1.441.35受 講

r  .r  .r  .未受講 性
 .0011.12-1.241.18 .0011.10-1.151.13 .0011.25-1.371.31受 講

r  .r  .r  .未受講     年齢
 .0011.10-1.231.16 .0011.09-1.161.12 .0011.24-1.381.31受 講 

r  .r  .r  .未受講   
 .0011.10-1.231.16 .0011.12-1.191.15 .0011.27-1.421.34受 講以上

r  .r  .r  .未受講  年教育
 .0011.10-1.201.15 .0011.10-1.151.13 .0011.25-1.361.31受 講以上歴

r  .r  .r  .未受講 年
 .0011.12-1.351.23 .0011.12-1.231.18 .0011.29-1.541.41受 講以 

r  .r  .未受講

.0011.04-1.181.11 .0011.07-1.141.10 .0011.19-1.331.26 回サポーター講座  

 .0011.14-1.281.21 .0011.14-1.211.17 .0011.31-1.451.38 回以上（回数）
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表５ サポーター講座の受講と関連する要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   OR はオッズ比 従属変数は認知症サポーター養成講座受講の有無 b)  都市度は市町村レベルの可住地人口密度を算出し大都市（4,000

人/㎢以上 計 12市）、都市（1,500 3,999人/㎢，計 9市町）、郊外（1,000 1,499人/㎢，計 7市町）、農村（1,000人/㎢未満，計 32市町村）  に

分類した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR（Prevalence Ratio）: 各関連要因の出現割合比 95％CI（Confidence Interval）：信頼区間 ポアソン回帰分析(多重代入前のデータセット

N=21,880) 有意水準 5% ロバスト標準誤差 多重代入法にて，性別，年齢，教育歴，就労状態，等価所得，婚姻，家族構成，都市度，社会参加，

家族介護を用いて欠損値を補完した結果（m=20）いずれの項目も P for Trendは.000であった。  

 

  

要因  テ  ー
         

OR   95 CI p

性 別
 性 r  .

 性 1.98 1.77-2.23  .001

年 齢

      r  .

      1.17 1.02-1.35 .026

      1.13 0.96-1.32 .136

      0.91 0.75-1.11 .373

   以上 0.77 0.58-1.03 .074

教育歴   年以上 r  .

 年以 0.61 0.52-0.71  .001

就業状態 就業あり r  .

就業なし 0.99 0.88-1.12 .906

等価所得
      年以上 r  .

      年未満 0.94 0.84-1.06 .316

婚姻状態
  者あり r  .

  者なし 0.86 0.72-1.03 .101

家族構成
  r  .

  1.20 0.97-1.47 .089

都市度  

大都市  r  .

都市  1.26 1.08-1.48 .004

郊外  1.37 1.15-1.62  .001

農村  1.46 1.28-1.67  .001

社会参加
あり r  .

なし 0.22 0.18-0.28  .001

家族の介護 なし r  .

あり 1.32 1.11-1.57 .001

  サポーター講座受講による認知症
ケアに対する規範・意識の相違
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図２ 認知症ケアに対する規範・意識の

 い 向とサポーター講座受講
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(6) 考察 

川込ら 6)によると、サポーター講座の未受講群と比較して受講群は平等意識、受援意識、行動・心理症

状の理解について該当する割合が高かった。特に、平等意識についてサポーター講座受講群の該当割合は

高かった（PR=1.32）。未受講と 2 回以上の受講による比較においても、平等意識の該当割合は高かった

（PR=1.38）。 

対象者の基本属性を受講群と未受講群で比較すると、女性、高学歴群、社会参加あり、家族の介護をし

ている割合が高かった。川込らの研究対象者は、社会参加をしている割合が全体で 67.9％と高く、受講

者においては 91.0％を占めていた。先行研究では、高齢者の通いの場、スポーツグループなどへの参加

に関しては、社会経済階層による違いがある 12)13)。日本の高齢者において健康格差は広く認められ、低

い社会経済階層は、要支援・要介護認定・死亡・認知症・閉じこもりのリスクとされており認知症の発症

が多い 14)。特に、高学歴層は健康やその決定要因について有意にはたらいている 15)ことが示されている。

川込ら 6)の研究では、高学歴層だけでなく低学歴層においても、受講群は認知症ケアに対する規範・意識

の該当割合が高かった。サポーター講座は、低学歴層にとって貴重な学習の機会になっており、簡易的な

講座であっても体系的な教育が有用である可能性が示された 15)。 

一方、 サポーター講座の受講を従属変数とした分析の結果、サポーター講座受講と関連する正の要因

は、女性（ref. 男性）、70- 74歳・75- 79歳（ref. 65- 69 歳）、都市・郊外・農村（ref. 大都市）、家

族の介護あり（ref. なし）であった。地域住民が集うサポーター講座は，認知機能の低下が疑われる人

やその家族など地域で支援が必要となる人に勧奨することがある 15)。この結果は，認知症に関する知識

を得る機会が多いほど治療の知識の量が高くなる杉山らの研究 16)と類似性が認められた。  

 

(7) 課題と今後の展望 

サポーター講座の受講群は、未受講群を１とすると平等意識について該当を示す回答が 1.3 倍であっ

た。「非該当」のみを目的変数とした追加分析については、サポーター講座の未受講群を１とすると、受

講群は平等意識と受援意識について非該当の回答が 0.5 倍であった。サポーター講座の受講は、未受講

群と比較して認知症ケアに対する規範・意識に相違があった。また、1回受講よりも２回以上受講するほ

うが、該当割合が高い傾向であった。しかし、川込ら 6)の研究は、横断研究であるため因果関係に言及で

きないことが挙げられる。認知症ケアに対する規範・意識について分析しているが、認知症に対して理解

がある人がサポーター講座を受けているのではないかという逆因果の可能性が残っている。今後は，受講

前後の認知症ケアに対する規範・意識を考慮した上で、受講後に変化があるかといった縦断研究デザイン

に基づく検討が必要である。 

 

2)  高齢者のサポーター講座受講と認知症ケアに対する規範・意識の関連 JAGES 2019-2022

縦断研究 

 

(1) 研究デザインと調査対象 

本研究は、日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study :JAGES) (8,9)の 2019年

度調査（以下、JAGES2019）と 2022年度調査（以下、JAGES2022）の大規模調査によるデータを用いた縦

断研究である。JAGES2022 は、2022 年 10 月から 12 月にかけて 23 都道府県 76 市町村から要介護認定を
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受けていない 65 歳以上の高齢者に、自記式質問紙の郵送調査を実施した（回答者数：228,528 人、回収

率 67.3%）。JAGES2019・2022 年度調査の自記式郵送調査に回答した高齢者 99,902 人のうち、1/8 の割当

であるサポーター講座や認知症ケアに対する規範・意識に関する設問を含む調査票に回答した 4,327 人

のデータを用いた。 

 

(2)  指標の構成概念と項目の選定 

目的変数は、認知症ケアに対する規範・意識に関する質問項目を用いた。即ち、「認知症の人も地域活

動に役割をもって参加した方が良い（以下、平等意識）」，「家族が認知症になったら、協力を得るために

近所の人や知人にも知っておいてほしい（以下、受援意識）」、「認知症の人の大声や暴力、歩き回るなど

の行動は、必要なことが満たされていないときに起きる（以下、行動・心理症状の理解）」について回答

を「該当」と「非該当」に分類した。説明変数はサポーター講座受講の有無とし、性別、年齢、教育歴、

就業状態、等価所得、婚姻状況、家族構成、社会参加、家族の介護状況、2019 年時点の認知症ケアに対

する規範・意識とした。 

 

(3)  統計解析 

サポーター講座受講の有無と認知症ケアに対する規範・意識を示す 3 項目、平等意識、受援意識、行

動・心理症状の理解についてχ2乗検定を実施した。そのうえで、認知症ケアに対する規範・意識の 3項

目を目的変数、サポーター講座受講の有無を説明変数とし、性別、年齢、教育歴、就業状態、等価所得、

婚姻状況、家族構成、社会参加、家族の介護状況、2019 年時点の認知症ケアに対する規範・意識を調整

して修正ポアソン回帰分析を行った。サポーター講座の未受講を対照群とし、受講群の出現割合比

（prevalence ratio; 以下、PR）と 95％信頼区間(confidence interval; CI)、p値を算出した。認知症

ケアに対する規範・意識に関する質問について、「どちらでもない」を含まない否定的な回答を「非該当」

と分類して目的変数とした追加分析も実施した。統計ソフトは Stata/ MP19.5 (Stata Corp, College 

Station, TX, USA)を使用した。 

 

(4)  倫理的配慮 

千葉大学による倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

 

(5) 分析結果 

サポーター講座の受講者は、2019年調査は 316人(7.3％)、2022年調査は 258人(6.0% )であった（表

6、表７）。2019年調査と 2022年調査を結合したデータの認知症ケアに対する規範・意識の受講別該当割

合は、平等意識(受講 69.6％、未受講 49.5％)、受援意識(83.9％、71.6％)、行動・心理症状の理解(61.7％，

51.0％)であった（表 8）。次に、サポーター講座受講の有無で層別化し、記述統計を確認した（表 9）。未

受講と比較すると受講後は受援意識の該当割合が高かった（prevalence ratio:1.11、 95％信頼区

間:1.03-1.16）（表 10）。性別、年齢（前期／後期高齢者）、教育歴（10年以上／9年以下）を層別化した

分析を行った結果も有意となった PRは受援意識であった。特に教育歴が 9年以下について受援意識の PR

は 1.32(1.20-1.44)であった（表 10）。また受講は受援意識について「非該当」に回答する割合が低値で

あった（PR:0.36，95％信頼区間:0.19-0.71)（表 11）。 
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表６ サポーター講座の受講割合（2019年と 2022年調査の結合データの 2019年分） 

 

 

 

 

 

 

 

表７ サポーター講座の受講割合（2019年と 2022年調査の結合データの内訳） 

 

 

表８ 認知症ケアに対する規範・意識に関する意識の度数分布 JAGES2019-2022 

 

a) 「そう思う」「ややそう思う」を「該当」に分類した  b) 「あまり思わない」「全く思わない」を「非該当」に分類した 
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表９  分析対象者の属性（全体・認知症サポーター養成講座受講の有無別） JAGES2019-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 サポーター講座受講による認知症ケアに対する規範・意識の関連と層別化した分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR(Prevalence Ratio):各関連要因の出現割合比 95％CI(Confidence Interval):信頼区間 a) ポアソン回帰分析(データセットN=4,327) 有意水準 5% 

ロバスト標準誤差 1=そう思う･ややそう思う c) 層別化後の受講の有無別の分析 

 

 

 

参加に対 る平等意識  認知症 アの受援意識  行動・心理症状 の理解  

  95      95      95    

サポーター講座
未受講 r  . r  .

受 講 1.08 0.98 1.19 0.12 1.11 1.03 1.16 0.002 1.03 0.93 1.14 0.54

               1.20 0.89 1.64 0.23 1.27 0.92 1.76 0.14 1.00 0.75 1.34 0.99

性別
 性

未受講 r  . r  . r  .

受 講 1.14 0.96 1.38 0.13 1.12 1.01 1.24 0.03 1.10 0.95 1.29 0.21

 性
未受講 r  . r  . r  .

受 講 1.05 0.93 1.18 0.46 1.08 1.01 1.16 0.02 0.99 0.87 1.12 0.84

年齢

     
 

未受講 r  . r  . r  .

受 講 1.11 0.98 1.27 0.10 1.10 1.02 1.20 0.02 1.02 0.89 1.17 0.75

   
以上

未受講 r  . r  . r  .

受 講 1.04 0.89 1.21 0.62 1.08 1.00 1.17 0.05 1.04 0.90 1.21 0.62

教育歴

  年
以上

未受講 r  . r  . r  .
受 講 1.10 0.98 1.22 0.10 1.06 1.00 1.13 0.08 1.00 0.89 1.11 0.94

 年
以 

未受講 r  . r  . r  .

受 講 1.00 0.79 1.27 0.10 1.32 1.20 1.44 0.000 1.21 0.98 1.50 0.07



 

75 

 

表 11認知症ケアに対する規範・意識が非該当を目的変数とした分析 a)JAGES2019-2022縦断研究 

 

PR(Prevalence Ratio):各関連要因の出現割合比 95％CI(Confidence Interval):信頼区間 a)ポアソン回帰分析(データセット N=4,327) 有意水準 5% 

ロバスト標準誤差 b) 「あまり思わない」「全く思わない」を「非該当」に分類して目的変数とした。 

 
 
（6）考察  

サポーター講座を受講した高齢者は、受援意識が高まる傾向が示唆された．ソーシャルサポートの授受

と被援助志向性の関連は他の研究 19)でも示唆されている。宮本 20)は受援力を「健康上の問題を抱えてい

る個人が問題解決に向けた支援を受け入れ活用する力」と述べている。高齢者を対象とした過去の大規模

疫学調査 21)によると受援力が高い人は、認知機能が低下しても抑うつ度の低下が少ないなどの結果が得

られている。自分や家族が認知症になった場合にも、積極的に支援を求める風土があることは、認知症の

人にやさしい地域として重要であろう 22)。また、木村ら 23)は、「受援の機会を活用しようとする姿勢」の

スコアが高い程、サポートの種類も多く精神健康が良好であり、虐待傾向がみられないことを示してい

る。受援意識を高めることは、認知症の発症初期から治療やサービスを利用することにより介護負担の軽

減につながると考えられる。 

2019 年時点での認知症ケアに対する規範・意識を調整したが、他の項目との有意な関連性は認められ

なかった．特に、JAGES2019調査では、平等意識が未受講と比べると有意に高まる傾向が示されたが、縦

断研究は有意な結果が得られなかった。それは、縦断研究のため調査対象者数が減少し、除外された対象

が多く、外的妥当性が低くなったことが考えられる。 

縦断研究において、サポーター講座の未受講と比較して受講は平等意識について有意な結果が得られ

なかったほかの要因として、COVID-19 の影響は無視できない。COVID-19 が蔓延した 2020 年から高齢者

や基礎疾患のある者を中心に重症化するリスクが高まるという懸念が表明されたこともあり、長期にわ

たって他者との接触や社会活動を控えようとする高齢者も確認された 24)。JAGES2022 調査が実施された

期間は、全国旅行支援・水際対策の緩和が開始された時期であり、緊急事態宣言などの強い制限は行わ

ず、社会経済活動は維持しながらも、状況に応じて COVID-19 の感染流行に対応していく方針が発出され

た。しかし、糖尿病や高血圧などの基礎疾患を合併している可能性がある認知症の人に対して、感染症罹

患時における重症化を懸念して、社会参加を推奨する質問に肯定的な回答がなされなかった可能性が考

えられる。 

 

(7) 課題と今後の展望 

我が国が目指す共生社会の構築には、高齢者の社会的孤立を解消し、継続的な地域生活の可能性を高め

る必要があるが、そのためにはサポーティブな環境を準備するだけでなく、認知症の人やその家族が周囲

に援助を求める受援意識や援助を希求する行動がとれることが重要である。縦断研究においても、サポー

ター講座の未受講と比較して，受講は受援意識について該当する割合が高かったことが明らかになった。 

しかし、調査票はサポーター講座について、過去の受講歴を尋ねているため、サポーター講座の受講割



 

76 

 

合は高くなると仮説していたが、2022年調査は 2019年と比較して、受講割合が低下していた。高齢者が

サポーター講座を受講した経験の記憶に対して正確性が異なる想起バイアスが生じることが本研究の限

界である。 

社会参加支援には、認知症による自己の変化を自覚している高齢者が、他者との交流で自己の認識を変

化させ、認知機能低下に伴う生活の対処が可能になるような、他者との交流支援が必要である 25)。その

ためには、平等意識や行動・心理症状への理解を広める取り組みについてさらなる工夫が必要であった。

2023 年 9 月から「認知症サポーター養成講座標準教材」は、認知症についての最新の知見や、当事者の

活躍の広がりなど、近年の動向を踏まえて新版『認知症サポーター養成講座標準教材・認知症を学びみん

なで考える』に変更された。 またキャラバン・メイトによる講義とともに可能な範囲で「地域版希望大

使」をはじめ、地域内の認知症の人による当事者の視点に立った講話の時間を取り入れることが推奨され

ている 2)。これらの見直しを経て、認知症ケアに対する規範・意識が高まるか調査研究することは意義が

あると考える。 
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(1) 認知症サポーターが参加している実践的活動 

（令和 7 年度調査）結果報告 
 

「認知症サポーターが実践している活動」アンケート調査 

Ⅰ．調査概要 

認知症サポーター養成を実施している全国の自治体事務局（市町村・都道府県）を対象に、登録

制度、認知症サポーターが行っている活動、参加している活動等について実態調査を実施した。 

 

＜調査の目的＞ 

 認知症サポーターの活動、役割のあり方を検討するための資料とすることを目的に、全国キャラ

バン・メイト連絡協議会から認知症サポーターキャラバン事業を実施する全国の自治体事務局（市

町村・都道府県）に向けて、「認知症サポーターが実践している活動」アンケート調査を実施し

た。 

 

<調査期間> 

令和８年１月１６日（金）～２月２５日（水） 

 

<回収数> 

 調査対象は、全国の市町村・都道府県事務局（都道府県・市町村）1,733 件で、有効回収数：907

件（回収率 51％）であった。 

また、本調査とは別に、特定の設問に回答があった場合には、別紙１「認知症サポーターの活

動」、別紙２「わがまちの企業・職域サポーターの活動」、別紙３「キャラバン・メイト連絡協議会

等の取り組みについて」への回答を依頼している。 

別紙の有効回収数は、別紙１「認知症サポーターの活動」（753 件）、別紙２「わがまちの企業・

職域サポーターの活動」（261 件）、別紙３「キャラバン・メイト連絡協議会等の取り組みについ

て」（176件）であった。なお、別紙１と別紙２については、活動ごとの記入を依頼しているため、

同一自治体から複数の回答があるケースも見られる。 
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Ⅱ．調査結果 

１． 認知症サポーターの登録制度について 

 

（１）認知症サポーターの登録制度の有無 

認知症サポーターの登録状況について、「サポーター講座受講者全員を登録している」（15.8％：143

件）、「サポーター講座受講者のうち承諾を得られた人を登録している」（15.7％：142件）で、「登録制

度を設けている」自治体の合計は（31.4％：285件）約３割であった。 

一方、「登録制度を設けていない」（68.6％:622件）は約 7割という結果であった。 

調査時点で自治体が把握しているサポーター数は「全員登録」が 483,199人、「希望者のみ登録」が

142,623 人、合計 625,822人であった。 

 

Q1.認知症サポーターについて登録制度を設けていますか。 

 

（２）登録しているサポーターの情報 

認知症サポーターについて「登録制度を設けている」と回答した 285自治体について、どのような情

報を登録しているか確認した結果、「氏名」（81.1％）が最も多く、次いで「サポーター講座受講日」

（67.4％）、「性別」（64.9％）、「連絡先」（63.9％）、「年齢」（62.8％）が６割台で続く。 

また、「ステップアップ講座の受講希望の有無」（17.9％）、「サポーターとしてできる活動の種類」

（16.5％）は、約 2割、「チームオレンジ参加への希望の有無」（9.8％）、「活動エリア」（8.1％）につ

いては１割未満であった。 

「連絡先」の内訳については、「住所」（88.5％）、「電話番号」（75.8％）、「メールアドレス」（19.

２％）、「ファックス番号」（7.7％）の順であった。 
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　全　　　体 <N=907> 15.8 15.7 68.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Q2.認知症サポーターについてどのような情報を登録していますか。 

 

＜連絡先内訳＞ 
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２．認知症サポーターの活動状況 

 

（１）認知症サポーターの活動状況の把握 

市町村・都道府県事務局における認知症サポーターの活動状況の把握については、「把握している」

（65.2％:591件）が 6割を超えており、「把握していない」（25.6％:232件）を大きく上回る。「認知症

サポーターは活動していない」（9.3％:84件）と回答した自治体も１割近くあった。 

平成 30年度調査と比較すると、「把握している」が 22.8 ポイント増加、「把握していない」が 14.1

ポイント減少しており、自治体による認知症サポーターの活動状況の把握が進んでいる様子がうかがえ

る。 

Q3.自治体内における認知症サポーターの活動を把握していますか。 

 

 

  

 

把握している 把握していない
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（２）認知症サポーターが参加している活動の種類 

 自治体内において認知症サポーターが参加している活動の種類については、「オレンジカフェの開催

または参加」（69.5％）、「チームオレンジ」（68.9％）がともに約７割で拮抗している。以降は、「見守

り」（38.9％）、「認知症サポーター養成講座の開催協力」（32.8％）、「認知症の人やその家族を対象とす

るサロンの開催または参加」（26.2％）、「傾聴」（25.4％）が３割前後で続く。「本人ミーティングの開

催への協力やミーティングへの誘い・同行」（9.0％）、「通所施設、入居施設等の行事協力」（6.1％）、

「キッズサポーター（小中高校生）による認知症の人との交流」（6.1％）では１割を下回った。 

平成 30年度の調査と比較すると、「オレンジカフェの開催または参加」が 5.8ポイント増加している

一方で、「SOSネットワークへの参加」は 9.2ポイント、「見守り」「通所施設、入居施設等の行事協力」

は 7 ポイント前後減少している。 

 

Q4.自治体内において認知症サポーターが参加している活動の種類をすべてお答えください。 

 ※「チームオレンジ」は、令和元年度から開始された取組であるため、平成 30年度のデータなし 
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（３）認知症サポーターによる活動がもたらしている成果 

別紙１に回答した自治体の各取り組みにおける、「認知症サポーターによる活動がもたらしている成

果」については、「認知症の正しい知識を有することで、適切な対応、家族への支援ができる。」

（71.4％）が最も多く、次いで「認知症サポーター自身の生きがい、介護予防等につながる」

（66.0％）、「地域の見守り機能の向上」（59.1％）の順であった。 

「認知症による行方不明者の減少」（7.3％）は１割を下回っており、他の選択肢と大きな差が見られ

た。 

平成 30年度の調査と比較すると、「認知症による不明者の減少」のみ 5.4ポイント減少しているもの

の、その他の選択肢では全体的にやや増加傾向にある。 

 

【別紙 1】認知症サポーターによる活動がもたらしている成果(複数回答) 

※平成 30 年度調査における「無回答」のデータなし 
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３．自治体で養成した企業・職域サポーターの活動 

 

（１）企業・職域サポーターの活動について 

自治体で養成した企業・職域サポーターの活動については、「認知症が疑われる顧客等について行政

機関等と情報共有を行っている」（22.8％）が最も多く約２割。次いで、「地域包括支援センターと連携

を図るしくみを設けている」（15.2％）、「SOSネットワーク等へ参加するなど見守り活動に協力してい

る」（14.6％）、「認知症サポーターのいる店等に登録している」（10.0％）の順であった。 

一方で、「協定を締結している」（6.7％）自治体は１割未満であった。また、企業・職域サポーター

の活動について「把握していない・無回答」（６６．２％）は６割を超えた。 

平成 30年度の調査と比較すると、「認知症サポーターのいる店等に登録している」のみ微増している

ものの、その他の項目ではやや減少している。 

 

Q5.自治体で養成した企業・職域サポーターの活動について（把握している範囲で）お答えください。 

 （複数回答） 

 ※平成 30 年度調査における「把握していない・無回答」のデータなし 
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（２）職員が認知症サポーターとなることでもたらされた成果 

 別紙２に回答した自治体における、企業・団体等の「職員が認知症サポーターとなることでもたらされ

た効果」については、「職員の対応力が向上する」（92.0％）と９割以上が回答。「地域の諸機関との連携

を図るきっかけとなる」（63.2％）、「企業等としての社会貢献の実績につながる」（59.8％）が６割前後、

「家族・本人が認知症となった場合に必要な知識を習得することが職員の福利厚生に役立つ」（42.1％）

が約４割であった。 

平成 30 年度の調査と比較すると、「職員の対応力が向上する」が 6.5 ポイント増加している一方で、

「家族・本人が認知症となった場合に必要な知識を習得することが職員の福利厚生に役立つ」は 12.7ポ

イント減少している。 

 

【別紙 2】職員が認知症サポーターとなることでもたらされた効果(複数回答) 

※平成 30 年度調査における「無回答」のデータなし 
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４．キャラバン・メイト連絡協議会等 

 

（１）キャラバン・メイト連絡協議会の有無 

 キャラバン・メイト連絡協議会の有無について尋ねたところ、「キャラバン・メイト協議会等がある」

（19.0％：172件）自治体は約２割、「キャラバン・メイト協議会等はない」（70.3％：638 件）自治体は

約７割であった。 

平成 30年度の調査では、「キャラバン・メイト協議会等がある」自治体は 24.5％であったことから、5

ポイント以上減少している 

 

Q7．キャラバン・メイトの連絡協議会等の組織化についてお答えください。 

 

 なお、キャラバン・メイト連絡協議会があると回答した 172 件における運営主体の内訳は、「行政」

（75.6％：133 件）が圧倒的に多く、「NPO 等」（0.0％：0 件）、「キャラバン・メイトの自主組織」（10．

2％：18件）、「その他」（14.2％：25件）という結果であった。 

 

【別紙 3】運営主体 

  

会員数は、回答のあった自治体の合計が 9,332人となっており、その内訳は、「住民」（1,488人）、「医

療従事者」（460 人）、「介護従事者」（3,010 人）、「行政機関」（2,319 人）、「自治体内の企業関係者」（98

人）、「その他」（951人）であった。 

 

 

キャラバン・メイト連絡協

議会等がある

キャラバン・メイト連絡協

議会等はない
無回答

　全　　　体 <N=907>
19.0 70.3 10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

行　政 NPO等
キャラバン・メイト

の自主組織
その他

　全　　　体 <N=176> 75.6 0.0 10.2 14.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）キャラバン・メイト連絡協議会等の活動 

 キャラバン・メイト連絡協議会等で実施している活動については、「定例会によるキャラバン・メイト

同士の意見・情報交換等」（81.8％）が約８割と最も多く、次いで「認知症サポーターステップアップ講

座の企画・開催」（49.4％）、「認知症の人等からの相談窓口となり専門機関への橋渡しを行う」（42.6％）

が４割台で続く。 

平成 30年度の調査と比較すると、「定例会によるキャラバン・メイト同士の意見・情報交換等」は約 10

ポイント減少しているが、「認知症サポーターステップアップ講座の企画・開催」、「認知症の人等からの

相談窓口となり専門機関への橋渡しを行う」がそれぞれ 30 ポイント以上、「認知症サポーター活動のリ

ーダー役としてとりまとめを行っている」が 20ポイント以上増加しており、キャラバン・メイト連絡協

議会の活動が拡大している様子がうかがえる。 

 

【別紙 3】キャラバン・メイトの連絡協議会等で実施しているサポーター講座開催以外の活動について、 

 あてはまるものすべてに○をつけてください 

※平成 30 年度調査における「無回答」のデータなし 
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（３）キャラバン・メイトに期待される役割 

今後キャラバン・メイトに期待される役割としては、「認知症サポーターステップアップ講座の講師」

（56.9％）が最も多く、次いで、「認知症サポーターの活動のリーダー、まとめ役等」（49.6％）、「地域の

困りごと・相談を受ける窓口となり行政等専門機関への橋渡しを行う」（46.6％）の順であった。 

平成 30年度の調査と比較すると、「認知症サポーター、キャラバン・メイト等を活用した地域の見守り

活動の中枢となる担い手」、「キャラバン・メイトによる独自組織の立ち上げにより、自治体内の認知症サ

ポーターキャラバン事業のさらなる推進を行う」以外の選択肢で増加傾向が見られた。特に「認知症の人

とその支援活動ができる認知症サポーターとのマッチングを行うコーディネーター」は 10ポイント以上

増加している。 

 

Q9.今後、自治体内のキャラバン・メイトが担うと考えられる活動で、期待される役割がありましたら、 該当するものす

べてに○をつけてください。 

※平成 30 年度調査における「無回答」のデータなし 

 

 

講

座

の

講

師

認

知

症

サ

ポ
ー

タ
ー

ス

テ

ッ

プ

ア

ッ

プ

ー

、
ま

と

め

役

等

認

知

症

サ

ポ
ー

タ
ー

の

活

動

の

リ
ー

ダ

口

と

な

り

専

門

機

関

へ

橋

渡

し

を

行

う

地

域

の

困

り

ご

と

・

相

談

を

受

け

る

窓

守

り

活

動

の

中

枢

と

な

る

担

い

手

認

知

症

サ

ポ
ー

タ
ー

等

を

活

用

し

た

見

チ

ン

グ

を

行

う

コ
ー

デ

ィ

ネ
ー

タ
ー

認

知

症

の

人

と

サ

ポ
ー

タ
ー

と

の

マ

ッ

や

ミ
ー

テ

ィ

ン

グ

へ

の

誘

い

・

同

行

本

人

ミ
ー

テ

ィ

ン

グ

の

開

催

へ

の

協

力

タ
ー

キ

ャ

ラ

バ

ン

事

業

の

推

進

を

行

う

独

自

組

織

の

立

ち

上

げ

に

よ

り

サ

ポ
ー

そ

の

他

無

回

答

56.9

49.6

46.6

38.3

32.4 31.5

11.0

4.5

0.8

47.9
47.1

39.8 40.4

21.3

16.1 16.7

5.4

0

10

20

30

40

50

60 令和7年度（N＝907） 平成30年度（N＝1131）

（％）



 

91 

 

（参考）大規模実施地域における社会影響の可能性 

福井県嶺南地域の事例 

～人口比認知症サポーター養成数の高い地域で初期（MCI、SCI含む）段階での専門医療機関

受診率が高くなっている調査結果 

 

福井県嶺南地域は認知症サポーター養成状況が概ね全国平均を大きく上回る。 

・総人口に占める認知症サポーター割合（敦賀市 29.263%、小浜市 19.870％、美浜町 56.985％ 、高浜町

16.957％、おおい町 5.728％ 、若狭町 103.797%／全国平均 12.783％） 

・サポーター1 人当たり担当高齢者人口（65 歳以上人口 1 人に対する認知症サポーター数 敦賀市 1.0

人、小浜市 1.7 人、美浜町 0.7 人 、高浜町 2.0 人、おおい町 6.0 人 、若狭町 0.4 人 ／全国平均 2.3

人） 

※認知症サポーター数は令和 7 年 12 月末のデータ 

認知症サポーター養成講座の受講対象も小学校の子どもたちから金融機関、薬局をはじめとする企業

等、高齢者本人や受診患者の家族へ個別に行うものまで幅広く、啓発事業を実施している。 

敦賀温泉病院（認知症疾患医療センター）が 1990年の開業以来、患者と家族へ向けて認知症への偏見

をなくす啓発と早期発見と予防に力を入れてきたことと連動している。 

これは当エリアにおいて他地域と比べて認知症の早期段階での受診（初診）につながる結果となってい

る。また家族に認知症が疑われる症状に気づいてからどのくらいの期間で家族・知人以外の専門家に相談

したか、との問いに対して「1年以内」との回答が敦賀・若狭エリアでは 8割に上る（全国では 46.2％）

調査結果があるところからも当事者となる以前の予備知識が早期発見・対応、予防に効果をもたらしてい

る可能性が示唆される。 

 



 

92 

 

（資料提供：敦賀温泉病院） 
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◆認知症サポーターの養成状況データを活用した分析結果 

Ⅰ．調査概要 

認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族を温か

く見守り、必要に応じて支援する人のことである。認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを進め

るための重要な取り組みの一つであることから、認知症サポーターの多様性や講座開催のきめ細かさと

まちづくりの進捗度における相関関係を検証するための事前調査として、これまで蓄積した「認知症サポ

ーターの養成状況データ」や政府の公開データを使用し、自治体規模別に下記 3 つの視点から分析を行

った。 

 

① サポーター数（人口あたりの受講者数） 

② 若年層への展開（小中学生の受講者数） 

③ 多業種への展開（業種のバラつきの少なさ） 

 

また、将来的に市町村・都道府県が策定する市町村認知症施策推進計画、都道府県認知症施策推進計画

の進捗状況を評価する際の参考指標としての活用も見据え、今回の調査では、全国の市区町村を人口に応

じて以下の５つに区分して分析を行った。 

 

自治体区分 
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Ⅱ．調査結果 

１．サポーター数 

（１）自治体規模別平均受講者数と人口 1万人あたり平均受講者数の比較  

 自治体規模別に「平均受講者数」と「人口 1 万人あたり平均受講者数」の算出を行ったところ、自

治体規模が大きいほど「平均受講者数」が多く、自治体規模が小さいほど「人口 1 万人あたり平均受

講者数」が多い結果となった。 

自治体規模が小さい地域では、講習会などの学習機会やイベントの数が都市部より少ないため、住

民の参加が一つの講習会に集中しやすいと考えられる。また、町村などでは住民同士のつながりが強

く、自治会や地域組織を通じた周知や呼びかけが行き届きやすい。そのため参加が促されやすく、結

果として人口 1万人あたりの平均参加者数が多くなったのではないかと考えられる。 

 

自治体規模別平均受講者数と人口 1 万人あたり平均受講者数 

 

 

 

 

 

  

 

963
1,034

1,284

1,440

1,789

100,244

31,399

17,182
9,789

2,729
0

500

1000

1500

2000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

大都市 中核市 中規模市 小規模市 町村

人口1万人あたり平均受講者数 平均受講者数



 

100 

 

（２）人口 1万人あたり平均受講者数上位の自治体  

続いて、「人口 1 万人あたり平均受講者数」を多い順に並べたところ、上位 10 件はすべて町村が占

めた。1 位の福井県若狭町では人口 12,963 人に対して累計受講者数は 13,736 人となっており、人口

以上の受講者数となっている。 

また、「人口 1 万人あたり平均受講者数」の上位 100 件をみても町村が 95件と圧倒的多く、小規模

市は 4件、中核市は 1件、中核市と大都市はともに０件であった。 

 

人口 1 万人あたり平均受講者数 上位 10 件 

順位 市区町村 区分 受講者数 人口 
人口 1 万人あたり 

平均受講者数 

1 福井県若狭町 町村 13,736  12,963  10596.3  

2 福島県鮫川村 町村 2,093  2,771  7553.2  

3 滋賀県竜王町 町村 7,747  10,907  7102.8  

4 福島県西会津町 町村 3,640  5,262  6917.5  

5 熊本県山江村 町村 1,907  3,053  6246.3  

6 鹿児島県十島村 町村 394  634  6214.5  

7 京都府伊根町 町村 1,113  1,796  6197.1  

8 沖縄県座間味村 町村 501  824  6080.1  

9 福井県美浜町 町村 4,889  8,374  5838.3  

10 岡山県西粟倉村 町村 717  1,284  5584.1  

 

全体の上位 100件までに入った区分別自治体数 

区分 件数 

大都市 
０件 

（最高 560 位：千葉県船橋市） 

中核市 
０件 

（最高 559 位：長崎県長崎市） 

中規模市 1 件 

小規模市 4 件 

町村 95 件 
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2．若年層への展開 

（１）自治体規模別小・中学生の平均受講者数の比較 

自治体規模別に「小・中学生の平均受講者数」と「学校あたり平均受講者数」の算出を行ったとこ

ろ、自治体規模が大きいほど「平均受講者数」が多いものの、「学校あたり平均受講者数」は「小規模

市」が最も多く、次いで「中規模市」、「町村」の順で「大都市」は最も少なかった。 

全年代の平均受講者数では自治体規模が小さいほど平均受講者が多かったが、学校単位で講習を行

うことの多い小・中学校の場合、規模の小さな自治体では一度に集められる人数に限界があり、規模

の大きな自治体では対象となる学校数が多いことが、平均受講者数が少ない原因になったと考えられ

る。一方で、小規模、中規模自治体では 1 度に参加する人数と学校数のバランスが良く、効率的に実

施できたのはないかと推測される。 

 

自治体規模別小中学生の平均受講者数と学校あたり平均受講者数 
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（２）学校あたり平均受講者数上位の自治体  

 続いて、「学校あたり平均受講者数」を多い順に並べたところ、上位 10 件は小規模市が 2 件、町村

が 8件であった。 

また、「学校あたり平均受講者数」の上位 100件をみると町村が 68件と多いものの、小規模市は 21

件、中核市は 8 件、中核市は 2 件、大都市は 1 件であった。区分ごとにランクインした自治体数の割

合をみると、小規模市は 8.9％（21/237件）と 1割近くがランクインしている。 

 

学校あたり平均受講者数 上位 10 件 

順位 市区町村 区分 
小・中学校 

義務教育学校数 
受講者数 

学校あたり 

平均受講者数 

1 沖縄県与那原町 町村 3  4,152  1384.0  

2 愛知県みよし市 小規模市 12  13,754  1146.2  

3 青森県六戸町 町村 1  1,137  1137.0  

4 愛知県高浜市 町村 7  7,481  1068.7  

5 宮城県岩沼市 町村 8  8,439  1054.9  

6 滋賀県竜王町 町村 3  3,109  1036.3  

7 愛知県長久手市 町村 9  9,070  1007.8  

8 福岡県福津市 町村 10  10,057  1005.7  

9 茨城県牛久市 小規模市 14  13,596  971.1  

10 静岡県伊豆の国市 町村 9  8,681  964.6  

 

全体の上位 100件までに入った区分別自治体数 

区分 件数 

大都市 1 件（2.9％） 

中核市 2 件（2.1％） 

中規模市 ８件（5.5％） 

小規模市 ２１件（8.9％） 

町村 6８件（5.6％） 

※（）内はランクインした自治体数の区分ごとの割合 
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３．多業種への展開 

（１）受講対象業種の多様さの比較  

多業種への展開状況をみるために、市区町村ごとに受講対象分類（学校を除く）に沿って対象ごと

の受講人数の標準偏差を算出した。（※今回は概要を把握することを目的にしているため、人口 1万人

あたりに標準化した値から算出した標準偏差の単純平均を示している。） 

区分ごとの標準偏差を比較すると、最も標準偏差が小さい（業種ごとの受講人数のバラつきが小さ

く多様さを示す）のは「中核市」であった。 

「町村」以外の区分の標準偏差は 6.5前後であったが、「町村」のみ 8を超えており、他の区分より

も業種ごとの受講人数にバラつきが大きいことがわかる。 

 

自治体規模別業種ごとの受講人数の標準偏差 
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（２）人口 1万人あたり平均受講者数上位の自治体  

「業種ごとの受講人数の標準偏差」の小さい順（ばらつきの少なく多様さがみられる順）に並べたとこ

ろ、上位 10件は「大都市」1 件、「中核市」4件、「小規模市」1件、「町村」4件であった。 

「業種ごとの受講人数の標準偏差」の小さい上位 100件を見ると、件数は「町村」が 40件と最も多い

ものの、全「町村」数に対して上位 100 件に入った割合は 3.3％（40/1219）と最も低かった。「中核市」

は全中核市 97件中 18件がランクインしており、その割合 18.6％であった。「大都市」を除くと人口規模

が大きいほど 100位以内にランクインしている自治体数の割合が高いことがわかる。 

 

業種別受講人数の標準偏差 上位 10 件 

順位 市区町村 区分 
受講者数 

（学校除く） 
20 歳以上人口 標準偏差 

1 宮崎県高鍋町 町村 1,943  16,019  3.95  

2 秋田県秋田市 中核市 24,817  251,881  3.97  

3 福岡県福岡市 大都市 103,317  1,332,137  4.08  

4 北海道岩見沢市 小規模市 7,254  64,414  4.16  

5 香川県高松市 中核市 37,617  347,265  4.24  

6 秋田県能代市 町村 5,562  41,918  4.25  

7 青森県青森市 中核市 18,138  226,529  4.31  

8 石川県金沢市 中核市 35,083  370,354  4.35  

9 石川県七尾市 町村 4,824  40,536  4.36  

10 新潟県糸魚川市 町村 3,887  33,230  4.41  

 

全体の上位 100件までに入った区分別自治体数 

区分 件数 

大都市 3 件（8.6％） 

中核市 18 件（18.6％） 

中規模市 16 件（11.0％） 

小規模市 23 件（9.7％） 

町村 40 件（3.3％） 

※（）内はランクインした自治体数の区分ごとの割合 
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４．複数の視点で上位に入った自治体 

これまで分析を行った①～③の視点をすべて満たす自治体を確認するため、各分析結果の上位 150 位

のリストを比較したところ、3つとも上位 150位以内に入った自治体が４つ存在した。 

いずれか 2 つが上位 150 位に入った自治体を見ると、①サポーター数×②若年層への展開については

38 件と比較的両立しやすく、①サポーター数×③多業種への展開については 2 件と最も両立しにくい様

子がうかがえる。 

 

複数の視点で上位 150位以内に入った自治体数 

 視点 件数 

3 つとも上位 150 位以内 ①サポーター数×②若年層への展開×③多業種への展開 4 件 

いずれか 2 つが上位 150 位 

①サポーター数×②若年層への展開 39 件 

②若年層への展開×③多業種への展開 10 件 

①サポーター数×③多業種への展開 2 件 

 

3 つとも上位 150位以内に入ったのは、熊本県御船町、福島県石川町、滋賀県近江八幡市、宮城県岩沼

市の 4自治体であった。 

 

3 つの視点とも上位 150位以内に入った自治体 

 ①サポーター数 順位 ②若年層への展開 順位 ③多業種への展開 順位 

熊本県御船町 29 位 98 位 111 位 

福島県石川町 87 位 37 位 119 位 

滋賀県近江八幡市 143 位 11 位 79 位 

宮城県岩沼市 150 位 5 位 53 位 
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５．調査結果まとめ 

これまで分析を行った①～③の視点について見ていくと、 

 

 「サポーター数」については、自治体規模が小さいほど「人口 1万人あたり平均受講者数」が

多い結果であった。 

 「若年層への展開」については、「小規模市」、「中規模市」で「学校あたり平均受講者数」が多

い結果となった。 

 「多業種への展開」については、「中核市」で最もバラつきが少なく多様さがみられ、自治体

規模が大きい方が比較的バラつきが少ない結果となった。 

 

こうした結果から、人口規模が小さい町村では、比較的受講者が集まりやすい一方で、学校数や事

業所数が少ないことから、若年層への展開や多業種への展開に課題が見られた。 

また、人口規模が大きい自治体では、業種満遍なく展開ができるものの、人口が多いことから「人

口 1万人あたり平均受講者数」は少なくなってしまうという課題が見られた。 

以上のことから、自治体の人口規模によって認知症サポーター養成の展開特性や課題が異なるこ

とが示唆された。特に、①サポーター数と③多業種への展開を両立することは難しいため、今後は自

治体規模の特性を踏まえ、それぞれに適した事業展開の工夫や指標を検討していく必要がある。 

  



 

107 

 

（参考）2視点で上位 150件に入った自治体 

 

 

 

  

① サポーター数×②若年層への展開 ②若年層への展開×③多業種への展開 

自治体名 ②順位 ③順位

1 岐阜県美濃加茂市 36 103

2 静岡県長泉町 38 149

3 香川県丸亀市 46 51

4 茨城県茨城町 59 150

5 静岡県森町 76 87

6 北海道苫小牧市 82 70

7 大阪府高石市 86 38

8 宮崎県高鍋町 122 1

9 静岡県島田市 126 27

10 東京都墨田区 130 128

①サポーター数×③多業種への展開 

自治体名 ①順位 ③順位

1 熊本県人吉市 104 80

2 長野県富士見町 141 136
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調査票 

  7年度 認知症サポーターの活動実態調査 

アンケート 認知症サポーターが実践し いる活動 につい  

自治体（都道府県・市区町村）事務局のご尽力のもと、全国で 1600 万人を超える認知症サポーター

が養成され、認知症の正しい理解を日常生活や業務等に生かし、日々さまざまなかたちで活動が始

まっています。 

このたび、下記の通り認知症サポーターの活動についてアンケート調査を行います。 

回答いただいた内容は、認知症サポーターの活動、役割のあり方を検討するための資料とさせていた

だきます。 

締め切り：  8年 2 20 （金）（必ずご回 くださいますよ お願いいたします） 

※都道府県事務局においては都道府県が主導して（実施主体となって）行っている項目のみ記入してください。 

※自治体事務局入力専用サイトの「メニュー」画面の「お知らせ」のリンクから回答フォームへ入力をお願いします（回答フ

ォームでの入力が難しい場合はアンケートフォームをダウンロードの上ご返送ください。 

全国キャラバン・メイト連絡協議会 
 

都道府県 
また  

市区町村  
      都・道・府・県 区・市・町・村 

担当部署  担当者  

連絡先 TEL  FAX  

 e-Mail  

 住所 
〒  

  

 

  下の質問につい 、該当する番号に○、 るい 記入をお願いします  

 

〈認知症サポーターの登録〉 

［1］認知症サポーターについ 登録制度を け いますか  

1. サポーター講座受講者全員を登録し いる 

登録サポーター数        人 
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2. サポーター講座受講者の ち承諾を得  た人（希望者）を登録し いる 

登録サポーター数        人 

3. 登録制度を け い い 

 

＜［1］ 1. 2.登録し いるに○を付けた事務局におたずねします ＞ 

［2］認知症サポーターについ  のよ  情報を登録し いますか  

（該当するものすべ に○をつけ ください） 

1.氏  

2.性別 

3.年齢 

4.属性（所属・職業、民生児童委員、ボ ンティア、一般住民等） 

5.サポーター講座受講 （受講したサポーター講座を特定 きる情報） 

6.連絡先（6-1.住所、6-2.電話番号、6-3.ファクス番号、6-4.E-mailアド ス） 

7.チームオ ンジ参加への希望の有無 

8.ステップアップ講座の受講希望の有無 

9.サポーターとし  きる活動の種  

10.活動エリア 

11. の （具体的に記載し ください                        ） 

 

〈認知症サポーターの活動状況〉 

［3］自治体内における認知症サポーターの活動を把握し いますか  

1. 把握し いる（一部 も把握し い ば○をつけ ください） 

2. 把握し い い 

3. 認知症サポーター 活動し い い 

 

＜［3］ 1.把握し いるに○を付けた事務局におたずねします ＞ 

［4］自治体内におい 認知症サポーターが参加し いる活動の種 をすべ お えくださ

い  

（参加メン ーに認知症サポーターが含ま る活動が  ば、○をつけ ください） 

1. チームオ ンジ 

2. 見守り 

3.  聴 

4.      

5. 通所  、入   等の行事協力 

6. SOSネットワーク等への登録 
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7. 認知症サポーターがいる店舗等の登録 

8.  認知症サポーター養成講座 の開催協力 

9.  護予防教室等への協力 

10. オ ンジカフェの開催また 参加 

11. 認知症の人や の  を対象とするサロンの開催また 参加 

12.  人ミーティングの開催への協力や 人ミーティングへの誘い・同行 

13.  ッズサポーター（ 中高校生）による認知症の人との交流 

14.  の （                       ） 

→○をつけた活動につい   活動ごとに 別紙 1 に記入をお願いします  
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〈自治体内の企業・職域サポーターの活動状況〉 

［5］自治体 養成した企業・職域サポーターの活動につい （把握し いる範囲 ）お 

えください  

（自治体内の企業・職域サポーターが実 し いる活動につい 、該当するものすべ に○

をつけ ください ） 

1.認知症が疑わ る顧客等につい 行  関等と情報共有を行っ いる 

（業務を通し 気に る顧客の情報が  ば、地域    センターに連絡し も っ いる等） 

2.地域    センターと連携を図るしく を け いる 

（最寄りの地域    センターと  かじめ面識をもち、何か  ばすぐに連絡 きるよ にし いる

等） 

3.SOSネットワーク等へ参加する  見守り活動に協力し いる 

4.協定を締結し いる 

（具体的 協定の内容を記載し ください ） 

 

 

5.認知症サポーターのいる店等に登録し いる 

6. の （具体的に記載し ください ） 

 

             

 

→［5］ ○をつけた場合、（把握し いる範囲 ）何 かの活動を実 し いる企業・職

域団体数をご記入ください        社・団体 

 

→［5］ ○をつけた場合、企業・職域団体ごとに 別紙 2 に記入をお願いします  

 

＜［5］ いず かの活動に○を付けた事務局におたずねします ＞ 

［6］自治体内 企業・職域サポーターが活動すること 得  たメリットが りました 、

 るべく具体的にご記入ください  

 （資料別紙添付可） 
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〈    ン・メイトの役割につい 〉 

［7］    ン・メイトの連絡協議会等＊の組織化につい お えください  

1.     ン・メイト連絡協議会等が る 

2.     ン・メイト連絡協議会等  い 
＊    ン・メイト連絡協議会等：自治体（都道府県・市区町村）単位を原則とする地域内の    ン・メイ

トを組織化した団体・グ ープを指す  

→［7］ 1.協議会等が るに○をつけた事務局  別紙 3 に記入をお願いします  

 

［8］自治体内の    ン・メイトの属性の内訳をお えください  

1.住民（ 護相談員、認知症の人を対象とする  の会、民生児童委員、ボ ンティア等）  人 

2.  従事者（ 師、看護師等）    人 

3. 護従事者    人 

4.行  関等（行 職員、地域    センター職員、社会福祉協議会職員等）    人 

5.自治体内の企業関係者    人 

6. の （具体的に記載し ください           ）    人 

 

 

［9］今後、自治体内の    ン・メイトが担 と考え  る活動（認知症サポーター養成講

座の講師   ）、 待さ る役割が りました 、該当するものすべ に○をつけ く

ださい  

1. 認知症サポーターの活動のリーダー、まとめ役等（サポーターによる活動の  、サポ

ーターの調整等） 

2. 認知症の人と の  活動が きる認知症サポーターとの ッチングを行  ー

ディネーター（チームオ ンジ ーディネーター） 

3.認知症サポーター、    ン・メイト等を活用した地域の見守り活動の中枢と る

担い手 

4.認知症サポーターステップアップ講座の講師 

5.地域の困りごと・相談を受ける窓口と り行 等専門 関への橋渡しを行  

6.    ン・メイトによる独自組織の立ち げにより、自治体内の認知症サポーター

    ン事業のさ  る推進を行  

7. 人ミーティングの開催への協力や 人ミーティングへの誘い・同行 

8. の （具体的に記載し ください ） 

 

 

 

 ◇◇ご協力ありがとうございました◇◇ 
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別紙 1

わがまちの認知症サポーターの活動 

※活動ごとに 1シート使用し 記載し ください  

  自治体         都道府県        市区町村 

   担当課：          担当者氏 ： 

   電話番号：         Email: 

●活動 （活動内容がわかるよ に） 

 

※活動の主体  1.認知症サポーター  2.行   3. の （具体的に    ） 

（該当するもの 1つに○をつけ ください）  

●活動の種 （該当するもの 1つに○をつけ ください）  

1. チームオ ンジ 

2. 見守り 

3.  聴 

4.      

5. 通所  、入   等の行事協力 

6. SOSネットワーク等への登録 

7. 認知症サポーターがいる店舗等の登録 

8.  認知症サポーター養成講座 の開催協力 

9.  護予防教室等への協力 

10. オ ンジカフェの開催また 参加 

11. 認知症の人や の  を対象とするサロンの開催また 参加 

12.  人ミーティングの開催への協力や 人ミーティングへの誘い・同行 

13.  ッズサポーター（ 中高校生）による認知症の人との交流 

14.  の （                       ） 

●活動開始年（西暦）     年      

●活動頻度（例：  回／ 、  回／週） 

 

●認知症サポーターの参加人数      人（活動に関わっ いるサポーター数） 

（活動に関わっ いるサポーター  の人を含む人数      人） 

●サポーター養成講座 数回受講者数（ 記サポーター数の ち）     人 

●活動 1回 たりの参加人数 約   人） 
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●活動開始の 緯・きっかけ 

（中心人物と る認知症サポーターの働きかけ、 案等） 

 

 

 

 

 

●活動内容（具体的に記載し ください） 

 

 

 

 

 

 

 

●活動・参加に たっ の流 ・ス ーム（資料の添付 も結構 す） 

 

 

 

 

●認知症サポーターによる活動がもた し いる成果 

（該当するものすべ に○をつけ ください） 

1.認知症の しい知識を有すること 、適切 対応、  への  が きる 

2.住民の目線に立った  の実  

3.地域の見守り 能の向  

4.認知症サポーター自身の生きがい、 護予防等につ がる 

5.認知症による行方不明者の減少 

6.自治体の認知症 策の促進につ がる 

7.住民参加 の地域共生社会に向けた地域づくりに結びつい いる 

8.認知症に対する地域の偏見の払しょく（偏見の払しょくに向かっ いる場合も含む） 

9. の （具体的に記載し ください） 
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別紙 2

わがまちの企業・職域サポーターの活動 

※企業・職域団体ごとに 1シート使用し 記載し ください  

※自治体担当者、企業・団体担当者の ち が記載し も結構 す  

※ 護サー ス事業者 対象としません  

  自治体         都道府県        市区町村 

  ●企業・団体  

   

  （記載者）担当課：          担当者氏 ： 

   電話番号：         Email: 

●サポーター養成開始年（西暦）     年 

 

●企業・職域団体における認知症サポーター数 

認知症サポーター数       人 ／（企業等の全職員数     人） 

 

●活動の種 （該当するものすべ に○をつけ ください） 

1.認知症が疑わ る顧客等につい 行  関等と情報共有を行っ いる 

（業務を通し 気に る顧客の情報が  ば、地域    センターに連絡し も っ いる等） 

2.地域    センターと連携を図るしく を け いる 

（最寄りの地域    センターと  かじめ面識をもち、何か  ばすぐに連絡 きるよ にし 

いる等） 

3.SOSネットワーク等へ参加する  見守り活動に協力し いる 

4.協定を締結し いる 

5.認知症サポーターのいる店等に登録し いる 

6. の （                                ） 
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別紙 3 

    ン・メイト連絡協議会等＊の取り組 につい  

※自治体（都道府県また 市町村）内の    ン・メイトを組織化し いる場合、 下の項
目を記載し ください  

★    ン・メイト連絡協議会等の規約・定款等が りました 、参考資料とし 添付し 
ください  

＊    ン・メイト連絡協議会等：自治体（都道府県・市区町村）単位を原則とする地域内の    

ン・メイトを組織化した団体・グ ープを指します  

  自治体         都道府県        市区町村 

   担当課：          担当者氏 ： 

   電話番号：         Email: 

●組織の 称 

 

●運営主体 1.行  1-1.都道府県  1-2.市区町村  2.NPO等 

3.    ン・メイトの自主組織 

4. の （具体的に        ） 

（該当するもの 1つに○をつけ ください）  

●開始年（西暦）    年      

●会員人数     人  

●    ン・メイト連絡協議会等のメン ー構成（内訳人数を記載し ください） 

1.住民（介護相談員、認知症の人を対象とする家族の会、民生児童委員、ボランティア等）  人 

2.医療従事者（医師、看護師等）    人 

3.介護従事者    人 

4.行政機関等（行政職員、地域包括支援センター職員、社会福祉協議会職員等）    人 

5.自治体内の企業関係者    人 

6.その他（具体的に記載してください           ）    人 
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地域での認知症サポーター養成の効果検証等に関する調査研究事業 報告書 
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発 行 ： 特定非営利活動法人 地域共生政策自治体連携機構 

 
       〒162-0083 

         東京都新宿区市谷田町２－１７－１５ 市谷クロスプレイス４階 

       TEL：０３－３２６６－１６５１ 

       E-Mail：ｃ２ｐ＠network.email.ne.jp 

       ＵＲＬ：https://jichitai-unit.ne.jp/network/ 

                                                                                       
令和７年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 
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